
{137}

論

説
ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
の
法

律

扶

助

法

に

つ
い
て

ー

法
律
扶
助
法
訳
文
な
ど
ー

!

萩

原

金

美

目

次

は
じ
め
に

一

概
説

O

回
顧

⇔

現
状

口

展
望

二

法
律
扶
助
法
訳
文

は

じ

め

に

137

筆
者

は
か

つ
て
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
法
律
扶
助
制
度

の
歴
史
的
展
開
と
現
行
法
律
扶
助
法
製

の
動
き

に

つ
い
て
検
告

・
さ
ら
に
同

法

に
よ
る
法
律
扶

助
制
度

の
難

を
紹
仁

超

こ
と
が
あ

る
.

実
は
薯

の
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
法

に
対
す

る
当
初

の
主

た
る
関

心
は
・
世
界

的

に
み
て
最
高
水
準

の
福
祉
国
家

で
あ
る

こ
と
を
誇

る

こ
の
国

の
法
律

扶
助
制
度

の
研
究
に
あ

っ
た

の
で
あ

る
が
、

こ
の
研
究

を
深
め

る

た
め
に
は

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
法
全
般

に

つ
い
て
あ

る
程
度

の
勉
強
を

せ
ざ
る
を
え
ず
、

そ
れ
を
し

て

い
る

う

ち

に
筆
者

の
関
心

は
次
第

に
法
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律
扶

助
以
外

の
ス
ウ

ェ
L

ア
ン
法
プ

呉

あ

魅
力
的

な
対
象

に
移

っ
て
し
ま

い
、
最

近
ま
で
久

し
ー
法
律
扶
助

に
関
す

る
情
報

の
入
手

も
お
ろ
そ
か

に
な
り
が
ち
で
あ

っ
た
。
加
え

て
も
う

一
つ
の
理
由

が
、
筆
者

の
法
律
扶
助
制
度

に
対
す

る
関
心

の
減
退

の
背
後
に
あ
る
。

そ
れ
は

一
九
七

〇
年

代
後
半

に
始

ま
る
経
済

の
停
滞

に
伴
う
国
家

財
政

の
緊

縮
策

の

一
環

と
し

て

の
法
律
扶

助
制

度

の
予
算
節

減

で
あ

る
・
後
述
す

る
よ
う

に
、
法
律

扶
助
法

の
度
重

な
る
改

正
を
促
し

た
の
は
主

に
財
政
的

な
理
由

で
あ

っ
て
、
そ
れ
を

丹
念

に
フ
ォ

ロ
ー
す

る
と

い
う

の
は
、
法
律
家

と
し

て
あ
ま
り
気
乗

り

の
し
な

い
仕
事

だ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
・
数
年
前

に
推
さ
れ
て
財
団
法

人
法
律
扶
助
協
会

の
理
事

に
就
任

し
、

わ
が
国

の
法
律

扶
助

の
現
場

で
多

く

の
人

々
が
厳

し

い

悪
条

件

の
も

と

で
献
身

さ
れ
て

い
る

こ
と
を
改

め

て
痛
感

し
、
他

方
漸
く

わ
が
国

で
も
根
本
的

な
法
律

扶
助
制
度
改
革

の
気
運

が
高

ま

り
・
霧

省

に

「
法
律
扶
助
制
度
研
襲

」
が
設
置
さ
れ
た

こ
と
に
か
ん
が
み
、
研
究
者

の

天

と
し
て
で
き

る
こ
と
は
し
な
け
れ
ば
、

と

い
う

思

い
に
駆

ら

れ

て

い
た
。

そ

ん
な

矢

先

、

上

記

研

究

会

の

メ

ン
バ
ー

の

一
部

が

ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
に
現

地
調

査

に
赴

く

こ
と

に
な

り
・
同
研
究
会

か
隻

ウ

ェ
ー
デ

ン
葎

扶
助
制
度

に
関
す

る
講
演

の
求
め

が
あ

つ
(旭
.
本
稿
は
、

こ
の
藏

の
薇

の
た
め
に
、
箸

自
身

の
ス
ウ

ェ
L

ア
ン
法
律
扶
助
法
再
学

習
も

兼
ね
て
、
最
近

の
条
文
を
丁
寧

に
読

む

べ
滴

咳

全
文
を
仮
訳
す

る
と
と
も

に
、
葦

の
文

献

資

料

と

く

に
後

述

の

ω
O
d

お
㊤
㎝
"。。
一
を

調

べ
た
結

果

の

一
部

を

メ

モ
し

た
も

の

で
あ

る

が
、

多

少

は
大

方

の
御

参

考

に
な

ろ
う

か

と
考

え

て
発

表

す

る

こ
と

に
し

た
次

第

で
あ

る
。

(138)

注(1
)

拙
稿

「
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
法
律

扶
助
制
度

の
研
究
」
法
学
新
報
七
八
巻

一
.
二

.
三
号

二

九
七

一
)

二
七
頁
以

下
。

(
2
)

拙
稿

客

国
法
律
扶
助

の
諸
法
制
に

つ
い
て

ス
ウ

ェ
幸

ン
の
場
A
・
L
畠

と
正
義

二
八
巻

一
量

冗

七
七
)
五
四
頁
以

下
、
「
ス
ウ

ェ
」

ア

ン
に
お
け
る
新
し

い
法
律
扶
助
制
度
」
日
本
弁
護
士
連
合
会
司
法
制
度
調
査
会
編

『法
律
扶
助
制
度
研
究
資
料
集
』

(
一
九
七
九
)

一
〇
九
頁
以
下

(前



fl39)

者
を
第

一
論
文
、
後
者
を
第
二
論
文
と

い
う

こ
と
に
す

る
)
。

(3
)

書

、
幹
事

お
よ
び
オ
ブ
ザ
ー
↑

か
ら
成
り
、

い
ず
れ
に
も
法
務
省
、
最
高
裁
、

昇

連
、
法
律
扶
助
協
会

お
よ
び
学
界

か
ら
参
加
し
て

い
る
・
座

長
は
竹
下
守
夫
教
授

(
一
橋
大
学
)
。

(
4
)

こ
の
講
演

は

一
九
九
五
年

工

月

一
日
、
同
研
究
会
第

一
読
会

に
先
立

っ
て
行
わ
れ
た
。

(
5
)

本
稿

の
概
説

の
部
分
は
、
講
演
内
容

と
ほ
ぼ
同
様

で
あ

る
。
も

っ
と
も
。
講
演

で
は
法
律
扶
助
制
度
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要

と
思
わ
れ
る

ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
法

の
基
本
的
特
徴

な
ど
に

つ
い
て
も
触
れ
た
。

スウェーデ ンの法律扶助法 につ いて

概
説

O

回
顧

一
九

七
二
年
に
制
定

さ
れ
、
翌
七
三
年

七
月

一
日
か
ら
施
行

さ
れ
た

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
法
律
扶

助
法

の
そ

の
後

の
歴
史
は
・
法
改

正

の

連
続

で
あ

り
、
そ
れ
を
促
し
た
要
因
は
、
国
家
財
政

の
緊
縮

に
由
来
す

る
法
律
扶
助

の
予
算
節
減

の
要
請

に
ほ
ぼ
尽
き
る
と

い

っ
て
過
言

で
は
な

い
。
し
か
し
誤
解
し

て
な
ら
な

い
の
は
、

こ
の
よ
う

な
事
態

に

い
た

っ
た

の
は
、
決
し

て
法
律
扶

助
法

の
立
法
者

が
国

家
財
政

の

現
実
か
ら
遊
離

し
た
理
想
を
追

い
求

め
た
結
果

で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
.
す

で
に
法
律
扶

助
法
制
定
当
時

に
お

い
て
国
家
財
政

の

面

に
対
す

る
配
慮

、
検
討
が
行
わ
れ

て

い
た

こ
と
は
前

掲

「
は
じ

め
に

注

(2
こ

の
各

論
文

に
お

い
て
指

摘
し

た
と

こ
ろ

で
海
祝
・

と

こ
ろ

が
そ

の
後
、
立
法
者

の
予
測
を
越
え

て
法
律

扶
助
費
用

が
増
加
す

る
反
面
、
経
済

の
沈
滞

は
法
律

扶
助

の
予
算
支
出

を
含
む
国

家

財
政

の
緊
縮

を
強
く
要
請
す

る
に

い
た

っ
た
。
事
態

は
七
〇
年
代
初
頭
ま

で
に
法
律

扶
助
制
度

の
拡
充

に
努

め
た
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
先

進
諸
国

に
お

い
て
同
様

で
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ

い
。

マ
ウ

ロ

・
カ
ペ
レ

ッ
テ
ィ
ら

ア
ク

セ
ス

・
ツ

ー

・
ジ

ャ
ス
テ

ィ

ス
の
提
唱
者

の
開・署
葉

磁

を
借
り
れ
ば
、
時
代

は
世
界
的

に
急
速

に
ア
ク

セ

子

了

ジ
ャ
ス
テ

ィ
ス
の
第
三

続

の
段
階

に
突
入
し
た

の
で
あ

る
・
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(
3

)

若
干

の
法
改

正
を
瞥

見
し
て
み
よ
う
。

一
九
八
〇
年
i
i

法
律
扶
助
委
果

三

現
在
の
不
服
申
立
て
の
馨

機
関
と
同
名
で
あ
る
が
、
当
時

の
そ
れ
は
扶
助
の
許
不
口
や
、
弁
護
+
報

酬
等

の
決
定
機
関
)
の
数

が
六

か
ら
四

に
減
少
し
た
。

(
4

)

一
九
八
二
年
ー
1
-夫
婦
財
産
契
約
や
遺
言
書

の
作
成
な

ど
が
扶
助

の
除
外
事
項

と
さ
れ
た

(八
条
六
号
参
照
)
。

い
わ
ゆ
る

パ
イ

ロ
ッ
ト

・
ケ
ー

ス
が
あ

る
事
件

に

つ
い
て
扶
助

の
可
能

性
が
制
限

さ
れ
た

(同
条
八
号
参
照
)
。

一
九
八
三
年
1

1̀
若
干

の
不
動
産
紛
争

に

つ
い
て
扶
助
は
権

利
保
護
保
険

の
補
完
物

と
さ
れ

た

(同
条
九
号
参
照
)
。
付
加
手
数
料
制

の
導

入
。

一
九

八
八
年
ー

被

害
者

補
佐
人
法

(
一
九
八
八
年
六
〇
九
号
)

の
制
定

・
施
行

に
よ

る
性
的

犯
罪

の
被
害
者

に
対
す

る
補
佐

人
を

付
す

る
法
律

扶
助

の
実
現
。

一
九
八
九
年
ー
1
1
同
条
九
号

の
改
正
強
化
。

現
在

の
法
律

扶
助

の
組

織

へ
の
変
更

が
決
定

さ
れ

た

(実
施
は

一
九
九

一
年
か
ら
)
。

以
上

の
中

に
は
、
被
害
者
補
佐
人
扶
助
制
度

の
実
現

の
よ
う

に
法
律

扶
助

の
拡
充
を
意
味
す

る
も

の
も
あ
る
が
、

そ
れ
以
外

は
全

て
費

用
節
減
を
意
図
し
た
施

策

で
あ

っ
た
。

一
九
九
三
年

に
任
命

・
設
置
さ
れ
た

「
法
律

扶
助
調
査
会
」

が

一
九
九
五
年
八
月

に
提
出

し
た

『新
し

い
法
律
扶
助
法
』

と
題
す

る
報

告
書

(mψ()
戸」
一¢
¢
㎝
"QQ
一)

の
提
案

は
、

こ
の
よ
う

な

一
連

の
費

用
節
減
策

の
延
長
線

上

に
位

置
し
、

そ

の
極
限
形
態

と
も

い
う

べ
き

ド
ラ

ス
テ
ィ

ッ
ク
な
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
改

め
て
後

に
ふ
れ

る
。
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注(
1
)

拙
稿

.
前
掲

は
じ
め
に
注

(2
)

の
第

一
論
文
五
八
ー

九
頁
、
第
二
論

文

一
一
九
ー

二
二
、

一
二
九
-

三

一
頁
。

(2
)

マ
ウ

ロ

・
カ

ペ
レ

ッ
テ
ィ
編
、
小
島
武

司
、
谷

口
安
平
編
訳

『
正
義

へ
の
ア
ク

セ
ス
と
福
祉
国
家
』

(
一
九
八
七
、
中
央
大
学
出

版
部

)
、
と
く
に
カ
ペ

レ
ッ
テ

ィ
お
よ
び
ガ
ー

ス
に
よ

る
序
論
参
照
。
な
お
、
本
書

に
は
筆
者

の
書

評

が
あ

る

(
ジ

ュ
リ

ス
ト

八
九

九
号

(
一
九
八
七
)

=

四
頁
)
。
第

一
の

波
は
貧

困
者

の
た
め
の
法
的
サ
ー

ビ

ス
、
第
二

の
波
は
拡
散

利
益

の
保
護
、
そ
し

て
第
三

の
波
は
紛
争

処
理
と
裁
判
外

の
代
替
策

と
さ
れ
る
。

こ
の
第
三

の
波

に
お
け

る
大
き
な
課
題
は
、
世
界
的
な
経
済

の
沈
滞

と
そ
れ
に
伴
う
国
家
財
政

の
緊
縮
化

の
な
か
で
、
手
続
保
障
を
確
保

し
な
が
ら
も

な
る
べ
く
費

用
の
か
か
ら
な

い
正
義

へ
の
ア
ク

セ
ス
を

い
か
に
し

て
実
現
す

る
か
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。

(3
)

以
下

の
記
述
は

Qり
O
q

一
㊤
O
α
"。。
一
9

誤
よ
を
参
考

に
し

た
。

(
4
)

以
下
、
条
文
だ
け

で
引

用
す

る

の
は
全

て
法
律
扶
助
法

の
条

文

で
あ
る
。

⇔

現
状
ー

そ

の
ー

・
法
律
扶
助

の
組
織

便
宜
上
、
現
状
を
法
律
扶
助

の
運
営

に
関
す

る
組
織

と
扶

助

の
形
態

に
分
け

て
説
明
す

る

こ
と
に
し
、

こ
こ
で
は
ま
ず

、
組

織

の
問
題

を
取

り
上
げ

る
。
な

お
、
以
下

の
説

明
は
、
「
は
じ

め
に

注

(
2
こ

の
各

論
文

の
内
容
を
前
提

と
し
て

い
る
の
で
、

そ
れ
も
併

せ
て
参

(
1

)

照
さ
れ

た

い
。

(1
)

サ
ー

ビ
ス
提
供
者

法
律
扶
助
を
認
可
さ
れ

た
者

に
、
実
際

に
扶

助

の
サ
ー

ビ

ス
を
提
供
す
る

の
は
、
原
則

と
し

て
公
共
弁

護
士
事
務
所

の
弁
護
士

(蝕
匹
く
o
犀
g。件
)
お
よ

び
弁
護
士
補

含

賃
毬

磐
α
①
冒
『禦

)
ま
た

は
私
的
弁
護

士
事
務
所

の
弁
護
士

も
し
く

は
弁
護

(
2

)

士
補

で
あ

る
。
後
者

は
受
任
義

務
を
負
わ
な

い
が
、
実
際

に
は
ほ
と
ん
ど
す

べ
て

の
弁
護
士

(補
)

が
受
任

し
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

公
共
弁
護
士
事
務
所

の
数

は
現
在
二
五

(当
初
よ
り
も
減
少
)
、

そ
の
長

は
す

べ
て
弁
護
士

で
あ

る
。
各
公
共
弁
護

士
事

務
所

の
弁
護
士

(
3

)

(補
)
の
数
は
お

お
む
ね
数

人
程
度

で
あ

る
。
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な

お
後
述
す

る
よ
う

に
、

弁
護
士

(補
)
は

一
定

の
事
件

に

つ
い
て
は
扶
助
決
定
機
関

で
も
あ

る
。

(2
)

扶
助
決
定
機
関

法
律

扶
助
を
決
定
す

る

の
は
、
裁
判
所

に
係
属
す

る
事

件

に

つ
い
て
は
そ

の
裁
判
所

(
一
七
条
、
刑
事
事

(
4

)

件

の
公
共
弁
護
人

の
選
任

は
起
訴
前
も
裁

判
所
-

訴

訟
手
続
法

二

一
章

四
条

)
、
裁
判
所

に
係
属

し

て

い
な

い
案
件

に

つ
い
て
は
場
合

に
よ
り
法
律

扶

助
機
関

(「競
樽けω菖
似
ごUωゴ
]《
昌
α
一ゆq
ご
①
榊Φ
コ
)

(
一
八
条
)
ま

た

は

行

政

機

関

(四
三
条
)

で
あ

る
。

こ

の
法

律

扶

助

機

関

は
そ

の
他

に
も

法

律

(
5

)

扶
助

に
関
す
る
多
様
な
行
政
的
事
務
を
処
理
す

る

(三
条
)
。
ま

た
、
離
婚
そ

の
他

一
定

の
家
族
法
上

の
事
件

に

つ
い
て
は
弁
護
士

(補
)

が
扶
助
を
決
定
す

る

こ
と
が
で
き

る

(
一
六
条
)
。

(3
)

不
服
申
立
て
審
査
審

法
律
扶
助

に
関
す

る
決
定

に

つ
い
て
不
服
申
立

て
が
認
め
ら
れ

て
い
る
場
合

の
審
査
審
は
、
裁
判
所

の
決
定

に

つ
い
て
は
訴

訟
手

続
法

の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、
そ

の
他

の
場
合

に

つ
い
て
は
法

律
扶

助

委
員

会

(「
馨
房
9
巴
℃
ω鼠
日
亭

紆
コ
)
で
あ
る
。

こ
の
委
員
会

は
正
規

の
裁
判
官

(ま
た
は
で
あ

っ
た
者
)
を
委
員
長

と
し
、
公
共
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護
士

一
名
、
開
業

(
6

)

弁

護
士

一
名

、

そ

の
他

二

名

の
委

貝

で
構
成

さ

れ

る

(四
条
)
。

(
7

)

(4
)

中
央

行
政
機
関

法
律
扶
助

に
関
す

る
最
高

の
行
政
機
関

は
司
法
行
政
庁

で
あ

る
。
同
庁

は
法
律
扶

助
機
関

の
上
級
機
関

で

あ
り
、
法
律

扶
助

に
関
す

る
細
則

(弁
護
士
報
酬
の
料
金
表
を
含
む
)

の
制
定

や
法
律
扶

助
に
関
す

る
予
算
要
求
お
よ
び
予
算

の
配
分

な

ど

を
行
う
。
ま

た
、
裁
判
所

の
扶

助
に
関
す

る
決
定

に
対
す
る
上
訴
権

な
ど
を
有
す

る

(四
九
条

、
、
b
)
。

(142)

注(
1
)

以
下
、

や
や
時
期
的

に
新
し
く
、
か

つ
詳
し

い
第

二
論
文
を

「前

稿
」
と
し
て
引
用
す

る
。
前
稿

と
叙
述

の
順
序
を
変
え
、
組
織

に

つ
い
て
先

に
説

明

す

る
の
は
、

そ
の
後

に
組
織

に

つ
い
て
大
幅

な
変
革

が
な

さ
れ

て

い
る
か
ら

で
あ
る
。

(
2
)

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け

る
弁
護
士

の
資
格
要
件

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
弁
護
士
制
度
」
第
二
東
京
弁
護
上
会
編

『
諸
外
国

の
弁
護
士
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制
度
』

二

九

七
六
、

日
本
評
論
社
)

二
二
九
頁
以
下
参
照
。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
に
お
け
る
弁
護
士
資
格

の
要
件

は
極

め

て
厳
格

で
、
法
学
士

試
験
合
格

後

五
年
間

の
実
務
経
験
を
必
要

と
し
、
し

か
も

そ
の
う
ち
三
年
間

は
弁
護
士
実
務

に
関
す
る
も

の
で
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
の
要
件
を
充
足
す

る
た
め
弁

護
士
事
務
所

に
雇

用
さ
れ
て
弁
護
士
実
務

に
従
事
し
て

い
る
法
律
家
を
弁
護
士
補
と
称
す
る

の
で
あ

る
。

(3
)

Qつ
く
臼
貫
①
ω
o。辞
簿
。。
評
巴
Φ
5
伽
Φ
「
同
O
㊤
α
に
よ

る
。

(4
)

逮
捕

.
勾
留

さ
れ
た
被
疑
者

が
公
共
弁
護
人
を
求

め
る
と
き
、
ま

た
は
そ
う

で
な
く

と
も
公
共
弁
護
人
が
任
命

さ
れ
る
べ
き

と
き
は
、
捜
査
指
揮
者
1

ー
警
察
機
関

(警
察
長
な
ど
)

ま
た
は
検
察
官

は
、

こ
の
旨
を
裁
判
所

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(訴

訟
手
続
法

二

一
章
三
条

a
、
二
三
章
五

条
)
。

(
5
)

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
北
東
部

の
都
市

ス
ン
ド

ス
ヴ

ァ
ル

(ω
目

畠
く
塑
図一)

に
所
在
す

る
。
年
間
八
万
件

強

の
案
件

を
二
入
名

の
全
職

員

の
う
ち

二
四
名

が

コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
を
利

用
し
て
処

理
し

て
お

り
、
事
務

量

の
最
大
部

分

(約

三
万

七
〇

〇
〇
件
)

は
裁

判
所

か
ら
委

ね
ら

れ

た
扶

助
関

係
事

務

で
あ

る
。

ω
O
α

一
り
Φ
仰
oo
一
ω
・
N
①
トこ
-
躯
.

(6
)

所
在
場
所

は
法
律
扶
助
機
関
と
同
じ

で
あ
る
。
法
律
扶
助
機
関

の
職
貝
四
名

(う

ち
法
律
家

二
名
)
が
同
委
貝
会

の
事
務
局

の
職
務
を
行
う
。
年
間
取

扱
件
数

は
約

一
四
〇
〇
件

で
あ
る
。
ω
○
⊂

一
塗
仰
。。
一
9

卜。
①
ω
-
切

・

(
7
)

司
法
行
政
庁
は
イ

ェ
ン
シ

ェ
ー

ビ

ン
グ

(』
α
艮

9

一コ
励q
)

に
所
在
す

る
。

こ
の
よ
う

に

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
公
的
機
関
は
各

地
に
分
散
化

が
な
さ
れ

て

い

る
こ
と

に
留
意
す

べ
き
で
あ

る
。
同
庁

に

つ
い
て
詳
し
く

は
、
拙
著

『
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
司
法
』

二

九
八
六
、

弘
文
堂
)

一
二
ニ
ー

三
頁
注

(
8
)
参

照
。

口

現
状
1

そ

の
2

・
法
律

扶
助

の
形
態

法
律
扶
助

に
は

つ
ぎ

の
五

つ
の
形
態

が
あ

る
。

(
1
)

一
般
法
律
扶

助

}
般
法
律

扶
助
は
原
則

と
し

て
全

て

の
法
的

事
項

に

つ
い
て
与

え
ら
れ

る
。
す
な

わ
ち
、

(
2
)
以
下

の

43

法
律
扶
助
を

除
く

一
般

的
な
法
律
扶

助

で
あ

る
が
、
主

と
し

て
は
民
事
事
件

お
よ

び

一
般
行

政
事
件

に
関

す

る

(扶
助
の
除
外
事
項
に
つ

ー

い
て
は
八
条
に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
)
。
法
律
扶

助
法

の
規
定

の
大
半

は

一
般
法
律

扶
助

に
関
す

る
も

の
で

(全
文
五

一
条
の
う
ち
六
条
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か
ら
三
四
条
ま
で
)
、
他

の
法
律
扶
助

に

つ
い
て
は

一
般

法
律

扶
助

に
関
す

る
規
定

が
準
用

さ
れ
る
。

こ
の
扶
助

に

つ
い
て
は
扶
助
申
請

人

の
資

響

査

が
要
求

さ
れ

(
(1
)

六
条
)
、

か

つ
そ

の
収
入

お
よ
び
財
躾

況

に
応
じ

て
手
数
料

を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
数
料

に
は
基
本
手
数
料

と
付
加
手
数
料
と
が
あ

る

(
一
二
、

一
三
条
)
。

一
九
九
五
年

現
在
、
基
本
手
数
料

の

最
低

額

は
四

七
〇

ク

ロ
ー
ネ
、

最
高
額

は

一
二

二

一
〇

ク

ロ
ー
ネ

で
、
付

加
手

数
料

の
最
高

額

は

そ

の
基

本
手

数

料

の
三

倍

ま

で

で

蒙

・
こ

の
扶

助

に
要

し

た
費

用

は

一
九

九

三
ー

九

四

会

計

年
度

(以

下
同
)

に

お

い
て
約

三
億

二

二

〇

〇

万

ク

ロ
ー

ネ

で
あ

っ
た

(
一
ク

ロ

　
ヨ

ロ

ー
ネ
は

一
五
円
弱
)
。

(実
際
に
国
が
支
配
し
た
額
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。
)

(2
)

刑
事
法
律
扶

助

刑
事
事
件

に
お
け

る
被

疑
者

・
被

告
人

に
対

す

る
公
共

弁
護

人

(国
選
弁
護
人
)
に

つ
い
て
は
訴

訟
手
続

法

が
詳
細
な
規
定

を
設
け
て
お
り
、
法
律
扶
助
法

に
お
け

る
刑
事

法
律
扶

助

の
規
定

は
そ

の
補
完

と
し

て
定

め
ら

れ
て

い
る

(三
五
、
三

六
条
)
。

逮
捕

・
勾
留

さ
れ

て

い
る
被
疑
者

・
被

告
人

に
対
し

て
は
資
力

の
有
無
を
問
わ
ず
、
申
出
ま

た
は
職
権

に
よ
り
公
共
弁
護
人

が
付
さ
れ

る
。
そ

の
他
訴

訟
手
続
法

一
=

章
三
条

a
に
定
め
る
場
合
も
同
様

で
あ

る
。

た
だ
し
有

罪
判
決

を
受

け
た
者

は
、
原
則
と
し
て

一
般
法
律

扶
助

に
よ

る
手
数
料

の
限
度

で
法
律
扶
助
費
用

の
償

還
義
務

を
負
う

(三
八
条
、
訴
訟
手
続
法
三

一
章

一
条
等
)
。

(
4

)

こ
の
扶
助

に
要
し
た
費

用
は
約
三
億
五
五
〇
〇
万

ク

ロ
ー
ネ

で
あ

っ
た
。

(3
)

特
別
行
政
事
件
に
お
け
る
公
的
補
佐
人
に
よ
る
葎

鹸

こ
れ
は
笛

人
の
史

国
や
精
神
堕

口者
の
入
退
院
そ
の
廻

人

の
自
由
侵
害
等

に
関
す

る
行
政
上

の
訴
訟
ま
た
は
案
件

に

つ
い
て
無
料

で
公
的
補
佐
人

(通
例
弁
護
士
)
を
付
す

る
も

の
で
あ

る
。

ど

の

よ
う

な
場
合

に
公
的
補
佐
人

が
付
さ
れ

る
か

は
法
が
詳
細

に
列
挙

し

て

い
る

(四

一
条
)
。
資
格

審
査
も
手
数
料
も

な

い

(四
二
、
四
四
条

等
)
。
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こ

の
扶

助

に
要

し

た
費

用

は

、
約

一
億

七

五

〇

〇

万

ク

ロ
ー

ネ

で
あ

つ
(地
・

(4
)

法
律

相

談

こ

の
扶

助

は
弁

護

士

(補
)

の
も

と

で

一
時

間

内

の
相

談

ま

た
は

こ
れ

と

同

一
視

さ

れ

る
法

的

サ

ー

ビ

ス
を

与

え

る

も

の

で
あ

る
。

資

格

審

査

は

な

い
が
、

原

則

と

し

て

一
五

分

に

つ
き

二
三

〇

ク

ロ
ー

ネ

の
相

談

料

を

支

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(四
六
、
四
七
条

)
。

こ
の
扶

助
に
要
し

た
費

用
は
、

δ

○
万
ク

。
象

未

満

で
あ

つ
(型

(
5
)

犯
罪
被
害
者

に
対
す

る
補
佐
人
制
度

こ
れ
は
法
律
扶
助
法

に
は
規
定

が
な
く
、

一
九
八
八
年

に
制
定

さ
れ
た
被
害
者
補
佐

人

に
関
す

る
法
律

(
一
九
八
八
年
六
〇
九
号
)
に
よ
り
与

え
ら
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
も

の
で
あ

る
。
立
法
当
初

は
刑
法
六
章

の
罪
す

な

わ

ち
性
犯
罪

の
被
害
者

に
対

し

て
、
刑
事
事
件

(捜
査
段
階
を
含
む
)
に
お

い
て
そ

の
権
利

を
擁
護
す

る
補
佐
人
を
無
料

で
付
す

る
と

い
う

も

の
で
あ

っ
た
が
、
後

に
そ

の
他

の

一
定

の
犯
罪

の
被
害
者

に
も

こ
の
扶
助

が
拡
充

さ
れ

て

い
る

(同
法

一
条
)
・

こ
の
扶
助

に
要
し
た
費

用
は
約
二

一
〇
〇
万

ク

ロ
ー
ネ

で
あ

つ
(罷
・

以
上
の
費
用
の
粛

額
は
約
入
億
七
四
・
・
万
ク
・
象

に
達
す
る
.
そ
の
実
に
九
八
%
が
補
佐
人
ま
た
は
公
共
弁
護
人
に
対
す
る
補

償

で
あ

る
と

い
わ
れ
る
。
弁
護

士

(補
)
に
対
す

る
補
償

に

つ
い
て
は
、

司
法
行
政
庁

に
よ
り
共
同
申
請

の
場

合

の
離
婚
事
件

お
よ

び
刑

事
事

件

に

つ
い
て
詳
細

な
料
金
表

が
作
成
さ
れ

て

い
る
。

こ
れ

は
政
府

が
定

め
た
時
間
料
金

に
関
す

る
基
準

に
基

づ
く
も

の
で
・

こ
の
基

準

に
よ
る
時
間
料
金

は
現
在

一
時
間
消
費
税

込

み
で
九
五
四
ク

ロ
ー
ネ
、
税
抜
き

で
七
六
三

ク

ロ
ー
ネ

で
臥
㌍
・

適

正
な
補
償
額

の
決
定

は
極

め

て
困
難

な
問
題
-

時
間
を
基
準

と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
無
能

な
者

、
未

経
験
な
者

が
有
利

に
な
る
な
ど

司

で
あ

っ
て
、

さ
ま

ざ
ま

な
提
案

が
な

さ
れ

て

い
る

が
、
現
状

を
改

善
す

る

た
濃

よ
り

有

効
な

対

策

は
見

当

た
ら

な

い
よ
う

で

あ

る
。

も

っ
と
も

、

現

行

の
料

金

表

自

体

は
お

お

む
ね

妥

当

な

も

の
と
評

価

さ

れ

て

い
る
。
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注(1
)

国

民
保
険
法

の
基
礎
額
を
基
準
と
し
、
そ

の
七
倍

の
年
収
が
限
度
額

で
あ

る
か
ら
、

一
九
九
五
年

に

つ
い
て
は
三
万
五

二
〇
〇
ク

ロ
ー
ネ

の
七
倍
、

二

四
万
六
〇
〇
〇
ク

ロ
ー
ネ
で
あ

る

(
一
〇
〇
〇
ク

ロ
ー
ネ
以
下
切
捨
て
)
。

こ
れ
に
扶
養
家
族

そ

の
他

に
よ
る
調
整

が
な
さ
れ
る
。

(
2
)

基
本
手
数
料

の
基
本
額
は
司
法
行
政
庁

に
よ

っ
て
定

め
ら
れ
、

一
九
九

五
年
現
在
九
五
四

ク

ロ
ー
ネ

で
あ
る
。
従

っ
て
、
基
本
手
数
料

の
最
低

額
は
そ

の
半
額
す
な
わ
ち
四
七
〇
ク

ロ
ー
ネ

(
一
〇
ク

ロ
ー
ネ
以
下
切
捨

て
)
、
ま

た
最
高
額
は

一
万

二

一
〇
〇
ク

ロ
ー
ネ

に
な

る

(
一
二
条
)
。
付
加
手
数
料

の

計
算

は
複
雑

で
あ

る
が
、
前

述

の
よ
う

に
当
該
申
請

人

の
基
本
手
数
料

の
一一、倍
ま

で
で
あ

る

(
一
四
条

a
)
。

(3
)

ω
O
d

お
霧
"。。
一
ω
」

一
歯

偉
P

算
定

の
根
拠

に

つ
い
て
は

ω
騨
卜。
胡
よ
●

(4
)

ω
○
¢

お
8
曲

ω
・
=
山

2
P

(
5
)

前
稿

で
は

「
特

別
法
律
扶
助
」
と

称
し

た

(
一

一
一
、

一
一
八

頁
)
。
法
文

の
見
出

し

の
直

訳

は
、
「
公
的
補
佐

人

に
よ

る
法
律

扶

助

(「
飲
算
ωど
巴
℃

oq
Φ
コ
o
ヨ

o
駿
Φ
暮
=
αq
け
ぼ
需
財
ユ
Φ
)
」

で
あ

る
。

(
6
)

ω
O
d

冨
㊤
㎝
曽

ω
.
犀
-
・。
Φ
辞ρ

(7
)

Q。
O
¢

ち
⑩
㎝
曽

ω
.
=
幽

象
ρ

(
8

)

ω
O

d

一
㊤
ゆ
仰
o。
一

ψ

旨

Φ
9

・

(
9
)

ω
○
¢

お

㊤
㎝
曽

。。
・
・。
N
㎝
.

(
10
)

QD
O
d

一Φ
㊤
㎝
HQ。
一
。。
』

遷

恥
認

h{
'

(11
)

Q∩
O
¢

お
霧

"。。
一
9

器
P

前

稿

一

一
九
-

二

〇
頁

も

参

照

。

な

お
、

あ

る

弁
護

士

の
意

見

で
あ

る

が
、

現

実

の
弁

護

士
報

酬

は
時

間

料
金

の
基

準

と

ほ

ぼ

合

致

し

て

い
る

と
聞

い
た

こ
と

が
あ

る

(座

談
会

「
法

律

扶

助

制

度

諸
外

国

の
現

状

と

わ

が
国

に

お

い
て
検

討

す

べ
き
諸

問

題
1
1
1

」

に

お
け

る
筆

者

の
発

言

前

掲

・
資

料

集

二

一
四

頁

)
。

(
12

)

Qり
O
d

一
㊤
㊤
仰
○。
一
ω
'
嵩
よ

卑
ρ
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四

展
望

法
律

扶
助
調
査
会

の
上
記
報
告
書

は
法
律
扶
助
費

用

の
節
減
策

と
し

て
様

々
な
措
置
を
提
案

し
て

い
る
が
、
そ

の
基
本
的

ス
タ

ン
ス
と

し

て
注
目
さ
れ
る

の
は
、
法
律
扶
助

の

コ
ペ
ル

ニ
ク

ス
的
転
回

と

い
う

べ
き
法
律
扶
助

の
民
営

化
路
線

へ
の
転
換

で
あ
る
。

そ

の
提
案

に

よ
れ
ば
、

一
般
法
律
扶

助
は
廃
止
し

て
権
利
保
護
保
険

が

こ
れ
を
代
替
す

る
こ
と

に
し
、

そ

の
結
果
約

一
億
七
五
〇
〇
万
ク

ロ
ー
ネ

の
費

(
1

)

用
が
節

減
さ
れ
る
と

い
う
。
も

っ
と
も
、

一
見
法
律
扶
助
制
度

の
抹
殺

と
も
思
わ
れ

か
ね
な

い
こ
の
提
案

の
背
景

に
は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン

で
は
権
利
保
護
保
険

が
盛
行

し
て
お
り
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
全
人

口
の
九
五
%
が
権

利
保
護
保

険
を
有
し

て

い
る
と

い
う
事
実

が
存
在
す

(
2

)

る

こ
と
が
留
意

さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

さ
ら

に

こ
の
よ
う
な
改
革

の
結
果
、
法
律

扶
助
機
関
お
よ
び
法
律

扶
助
委

員
会

を
存
置
す

る
必
要

は
な
く
、
そ

の
事
務

は
司
法
行
政
庁

が
引
き
受
け

る

こ
と
が
で
き

る

の
で
、
や

が
て
両
機

関
は
廃

止

で
き
、

こ
れ

に
よ

っ
て
約
八
〇

〇
万
な

い
し
九
〇
〇
万
ク

ロ
ー
ネ

が
節
減

(
3

)

で
き

る
と

い
う
。

こ
う
し

て
結
局
、
そ

の
他

の
改
革

に
よ

る
も

の
を
含
め
る
と
、
年

間
約
二
億

一
〇
〇
〇
万

ク

ロ
ー
ネ

の
法
律

扶
助
費

用

の
節
減

が
も

た

(
4

>

ら
さ
れ

る
こ
と

に
な

る
、
と
報
告
書

は
算
定

し
て

い
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う

な
ド
ラ

ス
テ

ィ

ッ
ク
な
改
革
案

が
果

た
し
て
実

現
可
能

で
あ

る
か
疑
問
な
し
と
し
な

い
。
多

く

の
国
民

は
こ
れ

に

反
対
す

る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
問
題
は
財
政
危
機

の
深
刻
さ

の
程
度
如
何

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
国

民

の
反
対
を
押

し
切

っ
て

そ
れ

は
次
期

の
選
挙

に
お
け
る
敗
北

を
意

味
し

か
ね
ま

い

ま
で
あ

え
て
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
緊

急

の
必
要

に
迫

ら
れ
て

い
る

の
か

ど
う

か
、
外
国

人

の
観
察
者

に
は
予
測
困
難

と

い
う

ほ
か
な

い
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

こ
の
よ
う

な
危
機
的

状
況

の
な

か
で
、

一
般
法
律
扶
助
以
外

の
法
律

扶
助
と
く

に
外
国

人
に
関
す

る
無

料

の
公

的
補
佐

人
制
度

を
堅
持
す

る

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
態
度

は
、
国
際
的
人
権
感
覚

に
富

む

こ
の
国

の
基
本
的

ス
タ

ン
ス
を
う

か
が
わ

せ
、
さ
す



が
と
賞
賛
し
た

い
気

持

に
駆
ら
れ
る

の
は
、

481

が
過

ぎ

る

の

で
あ

ろ
う

か
。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
法

に
魅

せ
ら

れ
、
長
年

そ

の
研
究

に
従
事

し

て
い
る
筆
者
個
人

の
思

い
入
れ

神奈川法学第31巻 第1号

注(1
)

ω
O
d

一
8

α
"。。
一
ω
]

刈
N
♂

-
N

(2
)

こ

の
よ
う

に
権

利
保

護
保

険

が
盛

行

し

て

い
る

理
由

と
し

て

は
、

そ

れ

が
家

庭

保

険

(げ
Φ
ヨ
ま
笏
似
犀
「
一口
閃
)

火
災

等

に

よ

る
損

害

と
共

に
、

私

的

な
法
律

問
題

に
関
す

る
費

用
を
カ
バ
ー
す

る
保
険
i

な

ど
の
保
険

の
内
容

に
含
ま
れ

て

い
る

こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
Qo
O
¢

お
霧
"。。
一
ω
.
。。
。。
-
ρ

す

で
に

法
律

扶

助
法

の
制

定

に

あ

た

っ
て
も

、

法

律

扶

助

と
権

利

保

護

保

険

と

の
関

係

が
議

論

さ

れ

た

こ
と

は
前

稿

に

お

い
て
触

れ

た

と

こ
ろ

で
あ

る

(前

稿

一

二

〇
ー

一
=

頁

)
。

(3
)

ω
O
d

お

㊤
㎝
"。。
詳

」

謡

刈
。。
-
Φ
・

(4
)

ω
O
¢

お

8

曽

。。
・
卜。
刈
O
.

*

"

　

法
律
扶
助
法
訳
文

法

文

は

ω
<
Φ
鼠
σq
①
ω
困
幹

Φ
ω
訂
ひq

一
り
㊤
切
年

版

に

よ

っ
た

。

法
律
扶
助
法

(
一
九
七
二
年
四
二
九
号
)

(i48)

序
説
的
規
定



第

一
条

こ
の
法
律

に
よ

る
法
律

扶

助
は
、

一
般

法
律
扶

助

鋤ロ

(第

三
五
条

な

い
し
第
四

〇
条
)
、

公

的

補

佐

人

に
よ

る
法

律

扶

助

条

)
と

し

て
与

え

ら
れ

る
。

(第

六
条

な

い
し
第

三
四
条
)
、
被

疑

者

・
被

告

人

に

対

す

る
法

律

扶

助

(第

四

一
条
な

い
し
第

四
五
条
)

お

よ

び

相

談

(第

四
六
条
な

い
し
第
四

入

スウェーデ ンの法律扶助法 につ いて

第

二
条

こ
の
法
律

に
よ

る
補
佐
お
よ
び
相

談
は
、

こ
の
法
律

に
異
な
る
定
め
が
な

い
と
き

は
、
公
共
弁
護
士
事
務

所
ま
た
は
私
的

弁

護
士
事
務
所

の
弁
護
士

(巴
く
o
惹
¢

ま
た
は
弁
護
士

補

(互
#
監

き
血
Φ
U霞
圃ω酢)
に
よ

っ
て
与

え

ら
れ
る
。
政
府

は

こ

の
法
律

に
よ
る
私

ホ

的
弁
護
士
事
務
所
の
弁
護
士
補
に
関
す
る
細
則
を
定
め
る
。

*

法
律
扶
助
令

(
一
九
七
九

年
九
三
入
号
)
第
四
条

が
そ
れ

で
あ
る
。
同
条

に
よ
れ
ば
、
私
的
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護
士
補

と
は
、
裁
判
官
職

の
た
め

の

資
格
を
定

め
る
学
識
試
験
に
合
格
し
、

か

つ
ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
弁
護
士
会

の
名
簿

に
弁
護
士
事
務
所

の
補
佐

と
し

て
雇
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
登
録
さ
れ
て

い
る
者

で
あ
る
。

な
お
、
上
記

試
験

と
は
法
学
士
試
験

の
こ
と

で
あ
る
。

第

三

条

る
。

法
律
扶
助
に
関
す
る
案
件
の
取
扱
い

ネ

(冨

コ
自
鼠
αq
ぴq
三

コ
αq
)
の

た

め

に

、

法

律

扶

助

機

関

(冠
馨
房
ど
艶
窃
ヨ
博

島
ぴq
冨

酢)
が

存

す

ヱ49

*

「
取

扱

い
」

に

つ

い
て

は

、

頁

訳
注

(
1
)

参

照

。

ハ
ン
ス

・
ラ
ー
グ
ネ

マ
ル
ム
著
、
拙
訳

『
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
行

政
手
続

・
訴

訟
法
概
説
』

二

九
九
五
、
信
山
社
)

一
五
-

六
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第

四
条

こ

の
法
律

に
よ

る
若

干

の
事
件

に
お
け

る
不

服
申
立

て
を
審
査

す

る
た
め

に
法
律
扶

助
委

員
会

(鼠
暮
ωど
巴
℃
ω鼠
ヨ
註

)
が

　

存
す
る
。

こ
の
委
員
会

は
、

正
規

の
裁
判
官
職

に
あ

る
者

ま
た
は
か

つ
て
あ

っ
た
者
を
委
員
長

と
し
、
そ

の
他

に
四
名

の
委
員

で
構
成
す

る
。
委
員

の
う

ち
二
名

は
弁
護
士

で
、

一
名

は
公
共
弁
護
十
事
務

所

の
職
貝
、

一
名

は
開
業
弁
護
士

で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
全

て
の
構

成

貝

は

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
国

籍
を
有
し

て

い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、

か

つ
未
成

年
者

ま

た
は
親
子
法
第

=

章

第

七
条

に
よ
る
成

人
後
見

人

(ま
『<
巴
感
『Φ
)
を
付

さ
れ
て

い
る
者

で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。

政
府
は
期
間
を
定

め
て
委
員
長

お
よ

び
そ

の
他

の
構
成
貝
を
任
命
す

る
。
委
員
長

の
た
め
に

一
名

ま
た
は
複
数

の
代
理
者

が
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
委
員
長

に
関
す

る
規
定

は
代
理
者

に
準

用
さ
れ
る
。

そ

の
他

に
も
政
府

は
必
要
な
数

の
代

理
者
を
任
命
す

る

こ
と
が
で

き
る
。

*

「
正
規

の
裁

判
官

職
」
に

つ
い
て
は
、
拙
著

『
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
司
法
』

(
一
九
八
六
、

弘
文
堂
)

一
ー

二
頁
な
ど
参
照
。

第

五
条

法
律
扶
助
委
員
会

は
委
員
長
お
よ

び
最
低

二
名

の
そ

の
他

の
構
成
員

(そ
の
う
ち

の

一
名
は
弁
護
士
で
な

い
者
)
で
決
定

を
行

う

こ
と
が

で
き

る
。

た
だ
し
、
原
則
的
重

要
性
を
有
す

る
か
、
ま

た
は
そ
う

で
な
く
と
も

と
く

に
重
要
な
案
件

の
判
断

に
あ

た

っ
て
は
、

全

構
成
員

が
関
与
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
民
事
訴

訟
事
件

に
お
け

る
票
決

に
関
す

る
訴
訟
手
続
法

の
規
定

は
、
法
律
扶

助
委
員
会

が
案

件

を
判
断
す

る
時

に
準
用

さ
れ

る
。

た
だ
し
委
員
長

は
最
初

に
そ

の
意
見
を
述

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(150)

第

五
条

a

削
除



鋤q

う

。

こ

の
法

律

に
お

い
て
裁

判

所

に

つ
い

て
定

め

る

と

こ
ろ

は
、

れ

な

け

れ

ば
な

ら

な

い
。

第

五
条
b

こ
の
法
律

に
お
け

る
裁

判
所

と
は
、
通
常

裁
判
所
、

一
般
行
政

裁
判
所
、
保
険
上
級

裁
判
所

お
よ

び
労
働
裁

判
所

を

い

ホ

土
地
賃
貸
借
委
員
会
お
よ
び
建
物
賃
貸
借
委
貝
会
に
つ
い
て
も
適
用
さ

スウェー デ ンの法律 扶助 法につ いて151

*

両
委
貝
会

と
も

一
種
の
裁
判
所

(あ
る

い
は
少
な
く
と
も
裁
判
所

類
似

の
機
関
)

庁

(α
o
ヨ
ω
8
剛。。
〈
Φ
蒔

卑
)

で
あ

る
。
前
掲
拙
著
二
二
頁
参

照
。

一
般
法
律
扶
助

適
用
範
囲

と
考
え

ら
れ
て
お
り
、

こ
れ

に
関
す

る
中
央
行
政
機
関
は
司
法
行

政

第

六
条

一
般

法

律

扶

助

は
、

彼

が

こ

の
よ
う

な

援

助

を

必

要

と
し

、

か

つ
彼

の
算

定

さ

れ

た
年

収

が
法

律

扶

助

を

求

め

る
前

年

の
国

民

保

険

法

(
一
九

六
二
年

三
八

一
号
)

に
よ

る
基

礎

額

の
七

倍

に
相

当

す

る

額

を

越

え

な

い
と
き

、

法

的

事

項

(「
障
邑

お

食。
コ
αq
鉱
Φ
αq
①
爵

Φ
辞)

に

つ

い
て
自
然

人

に
認

め

ら

れ

る
。

ホ

扶

助
申
請
人

(感
蝕誘
ωα
惹

鼠
Φ
)
が
配
偶
者

、
従
前

の
配
偶
者
、

同
棲
婚
者

ま
た
は
自
己

の
子

の
扶
養

に
寄
与
す

る
と
き
は
、
第

一
項

の

額

は
彼

が

こ
の
よ
う

な
仕
方

で
そ

の
扶
養

に
寄
与
す

る
者

そ
れ
ぞ
れ

に

つ
い
て
第

一
項

に
述

べ
る
基
礎

額

の
半
分
に
相
当
す

る
額

が
増
加

さ
れ
る
。

こ
の
際

に
、
扶
助
申
請
人

が
親
子
法
第

七
章
第

五
条

に
よ
り
扶
養
義
務
を
負
う
他
人

の
子

は
自
己

の
子
と
同
視
さ
れ

る
。

扶

助
申

請
人

の
支
払
能

力

が
財
産

の
取
得

も
し
く

は
そ

の
他

の
特
別

の
事
情

に
基

づ
き
根
本

的

に

(贔
ωΦ
コ
慈
ゆq
辞)
増

加
す

る

と
き
、



ま

た
は
債
務

の
負
担
も
し
く

は
そ

の
他

の
特
別

の
事
情

に
基

づ
き
根
本
的

に
減
少
す

る
と
き
は
、
算
定

さ
れ
た
年
収

は
合
理
的
な
額

の
加

詔-

算

ま

た

は
控

除

に
よ

っ
て
調

整

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ホ

　

　

　

ホ

政

府

ま

た

は
政

府

の
定

め

る
公

的

機

関

(日
冤
口
α
一σq
げ
①
け)
は
扶

助

申

請

人

の
経
済

的
関

係

の
算

定

の

た

め

の
細

則

を
制

定

す

る
。

神奈川法学第31巻 第1号

*

岳
茸
ω。。
α
犀
m
コ
ロ
①
は
文
字

ど
お
り

に
は
権
利
申
請
人

の
意

で
あ
る
が
、
以
下

「
扶
助
申
請
人
」

*
*

「
公
的
機
関

」
に

つ
い
て
は
、
前
掲
拙
訳
書
二
七
頁
訳
注

(
1
)

な
ど
参

照
。

*
*
*

こ
の
細
則

は
法
律
扶
助
令
二
二
条

に
よ
り
司
法
行
政
庁

が
定

め
て

い
る
。

と

訳

す

る
。

第

七
条

一
般
法
律

扶
助

は
、
遺

産

財
団

が
こ

の
よ
う

な
援
助

を
必
要

と
し
、

か

つ
遺
産

財
団

の
現
在
高

(げ
Φ
鼠

=
口
冒
ひq
)
お
よ

び
そ

の
共
有
者

の
経
済
的
関
係

に
か
ん
が
み
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
遺
産
財
団

に
法
的
事
項

に

つ
い
て
認

め
ら
れ

る
。

一
般

法
律
扶
助

を
有
す

る
者

が
死
亡
し

た
と
き
は
、
そ

の
後

の
法
律
扶
助

は
遺
産
財
団

に
与
え
ら
れ
る
。

第
八
条

一
般
法
律
扶

助
は
以

下
各
号

の
場
合

に
は
与

え
ら
れ
な

い
ー
ー

一

王
国
外

に
お

い
て
審
査
ま

た
は
そ

の
他

の
仕

方

で
取

り
扱
わ
れ
る

べ
き
事

項
、

た
だ
し
、
事
案

(ω
葬
①
ロ
)
が
彼
ま
た

は
彼
女

ホ

に
対
す
る
犯
罪

で
、
刑
法
第

六
章

に
よ
る
犯
罪
に
相
当
す

る
も

の
で
あ
る
と
き
、

ま
た
は
法
律
扶
助

の
た
め

の
特
別

の
理
由

が
存
す

る
と

き
は
、
当
地

に
居

住
す

る
扶
助
申
請

人
は
法
律
扶
助
を
与
え
ら
れ
る
、

鋤

二

当
地

に
居
住

せ
ず

、
ま
た
は
か

つ
て
居
住
し

た
こ
と
が
な

い
外
国

人

に

つ
い
て
は
、
法
律

扶
助

の
た
め

の
特
別

の
理
由

が
存
し

口

な

い
と
き
、
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三

事
業
者

(鼠
ユ
ロ
ひq
嵐
冒
霞
Φ
)
ま

た
は
事
業
者

で
あ

っ
た
者

に

つ
い
て
は
、
事

業
活
動

か
ら
生
じ

た
事
項

で
、
活
動

の
種

類
お
よ

び
限
定

さ
れ

た
範
囲
、
彼

の
経
済

的
お
よ
び
人
的
関
係
な
ら

び
に
そ

の
他

の
事
情

に
か
ん
が
み
法
律
扶
助

の
た
め

の
理
由
が
存
し
な

い
と

き
、四

扶
助
申
請
人
に
譲
渡
さ
れ
た
請
求
権

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
譲
渡

が
法
律
扶
助

の
申
請

の
審
査

に
あ
た

っ
て
利
益
を
生

じ
さ

せ

る
目
的

で
な
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
と
き
、

五

自
己
申
告
書

の
作
成
、

六

夫
婦
財
産
契
約
、
遺

言
書
ま

た
は
贈
与
証
書

の
作
成
、

七

婚
姻
権
財
産
分
割

(σ
o
α
色
三
嵩
αq
)
に
関
す

る
事
項

で
、
財
産

の
状
況
お
よ
び
夫
婦
ま

た
は
同
棲
婚
者

の
人
的
関
係

に
か
ん
が
み

法
律
扶
助

の
た
め
の
特

別

の
理
由

が
存
し
な

い
と
き
、

八

法
律
扶

助
に
関
す

る
問
題
が
、
基
本
的

に
同
種

の
事
由

に
基

づ
く
請
求
を
含

む
他

の
法
的
事
項

が
終
局
的

に
判
断
さ
れ

る
ま

で

待

つ
こ
と
が

で
き
る
も

の
で
あ

る
と
き
、

九

不
動
産
ま

た
は
建
物

の
所
有
者

ま
た

は
か

つ
て
所
有
者

で
あ

っ
た
者

の
、
不
動
産
ま
た
は
建
物

に
関

わ
る
事
項

で
、
彼
が
権
利

保
護
保
険
ま

た
は
そ

の
他

の
こ
の
事

項
を
包
含
す

る
同

種

の
権
利
保
護
を
有
す

る
か
ま

た
は
有

し
て

い
る

べ
き

で
あ
り
、

か

つ
第

二
項

か

ホ

ホ

ら
異
な
る
結

果

が
生
じ
な

い
と
き
、

一
〇

交
通
事
故

損
害
賠
償
法

(
一
九
七
五
年

一
四

一
〇
号
)
に
よ
る
交
通
事
故

損
害
賠
償

ま

た
は
存
在
す

る
責

任
保
険

か
ら
支

払

ホ

ネ

ホ

わ
れ
う

る
損

害
賠
償

に
関

す

る
事
項
、

た
だ
し

事
項

が
、
裁
判
所

に
係
属
す

る
か
ま

た
は
人
的

損
害
以
外

の
損
害

の
み

に
関
す

る
と
き

は
、
被
害
者

に
法
律
扶
助

が
認

め
ら
れ

る
、

=

債
務
整
理
法

(
一
九
九
四
年
三
三
四
号
)
に
よ
る
債
務
整

理
に
関
す

る
事
項
、
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=

一

租
税
、
関
税

お
よ
び
手
数
料
ま

た
は
租
税
、
関
税

お
よ

び
手
数
料

の
支
払
確
保

に
関
す

る
事
項

で
、
法
律
扶
助

の
た
め

の
特

別

の
理
由

が
存
し
な

い
と
き
、

ホ

　

　

　

=
二

そ

の
事
案

が
取
り
扱
わ
れ
る

こ
と
に

つ
い
て
正
当
な
利
益

(げ
Φ
暁o
伽q
讐

冒
寓
Φ
ω。。Φ
)
を
有
し
な

い
者
。

第

一
項
第
九
号

に
関
わ

る
場
合

に
お

い
て
、

そ

の
事
項

に

つ
い
て

の
扶
助
申
請
人
自
身

の
費
用

が
第

六
条
第

一
項

に
述

べ
る
基
礎

額

の

最
低
三
倍

に
達
し

た
と
き

は
法
律
扶
助

が
認
め
ら
れ
る
。

そ

の
際

に
は
扶
助
申
請
人

の
権
利
保
護

か
ら
支
払
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

な
種
類

の
費
用
、
ま

た
は

こ
の
よ
う

な
も

の
が
存
し
な

い
と
き
は
第
九
条
第

二
項

に
関
わ

る
費
用

の
み
が
考
慮

さ
れ
る
。

大
量

に
生
じ
、

か

つ
通
常

は
簡
易
な
性
質

の
あ

る
種

の
案
件

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
政
府

は

一
般
法
律
扶

助
が
与
え
ら
れ
な

い
旨
定
め

ホ

ホ

ホ

　

ホ

る

こ
と
が
で
き

る
。

相
互
・王
義

の
条
件

の
も

と
に
政
府

は
、
あ
る
外
国

の
国

民
お
よ
び
そ

の
国

の
国

民
で
な
く

そ

こ
に
居
住
す

る
者

が
、

一
般
法
律

扶
助

の

ネ

　

ホ

ホ

ホ

ネ

問
題

に

つ
い
て

ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
国

民

と
同

視

さ

れ

る

べ
き

旨

定

め

る

こ
と

が

で
き

る
。

*

刑
法
六
章

は
各

種

の
性
的
犯

罪
に
関
す

る
規
定

で
あ

る
。

*
*

一
九
八
三
年

に
導

入
さ
れ
た
、

こ
の

い
わ

ゆ
る
不
動
産
例
外

の
規
定

は
、
主

と
し

て
国

家
財
政
的

理
由

に
基

づ
く

も

の
で
あ
る
。
ω
O
d

一
㊤
Φ
α
強

2
宅
"
鋤
#
ω
ど
巴
O
ω
ご
伽q
ω
.
。。
N
.
(
以
下
、

た
ん
に

ω
O
d

と
し

て
引
用
)

*

*
*

こ
の
例

外

の
理
由
は
、
保

険
会

社

は
通
常
、
人
身

損

害
事
件

に
お
け

る
弁
護

士
費

用
を

任
意

に
支
払
う

こ
と
を
引

き
受
け

る

か
ら

で
あ

る
。

ω
O
ご

oo
.
QQ
ド

*
*
*
*

正
当
な
利
益

の
有
無

は
、
結
局

ヶ
ー

ス

・
バ
イ

・
ケ
ー

ス
の
判
断

に
よ
る

こ
と
に
な
る
が
、

立
法
理
由
書

に
は
こ
れ
が
否
定

さ
れ

る
事
例

と
し

て
、
現
行
法

の
完

全
な
誤
解

に
基

づ
く
請
求
、
証
拠
状
況

か
ら

み
て
勝
訴

の
見
込

み
が
極
め
て
低

い
場
合

な
ど
を
挙
げ

て

い
る
。
ω
O
d

砕

目
9

*
*
*
*
*

法
律

扶
助
令
九
条

が
規
定

し
て
お
り
、
各
種

の
登
記

・
登
録
案
件
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
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*
*
*
*
*
*

若
干

の
外
国

の
国

民

に
関
す

る
法
律
扶
助
法

(
一
九
七

二
年
四
二
九
号
)

の
適
用
に
関
す

る
政
令

(
一
九
八
八
年

一
二
三
号
)

が
あ
る
。

そ

の

一
号

に
は

一
般
法
律
扶
助

の
権
利

の
問
題
に

つ
い
て

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
国

民
と
同
視
さ
れ
る

べ
き
外
国
国
民

と
し
て
、
日
本
国

民
が
挙
げ
ら
れ

て

い
る

(同
政
令

に
は
条
が
な

い
)
。
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第
八
条

a

医
療
処
置

に
よ
る
損
害

ま
た
は
薬
剤

に
よ

る
損
害

の
た
め

の
患
者

に
対
す

る
賠
償

に
関
す

る
事
項
に

つ
い
て

の

一
般
法
律

扶
助

の
申
請

の
審
査

に
あ
た

っ
て
は
、
扶
助
申
請

人
の
人
的
関
係

に
特
別

の
配
慮

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

[法
律
扶
助

が
与
え

る
]
利
益

等

第
九
条

一
般
法
律
扶
助

の
際
、
国

は
法
律
扶
助

に
関

わ
る
法
的
事
項

に

つ
い
て

の
費
用
を
支
払
う
。

以
下
各
号

に
関
す

る
扶
助
申
請
人

の
費

用
が
、
法
律
扶

助

の
費

用
と
み
ら
れ

る
ー

　

一

扶
助
申
請

人

の
権
利
を
擁
護
す

る
た
め

に
必
要

で
あ

っ
た
補
佐
人

(σ
一霞
匿
①
)
、

二

通
常
裁
判
所
、
市
場
裁
判
所

ま
た
は
労
働
裁
判
所

の
も

と
で
の
証
拠
調

べ
、
な
ら
び

に
こ
の
よ
う
な
裁
判
所

の
審
査

に
属
し
う

る
、

ま
た
は
仲
裁
人

に
よ

っ
て
審
査

さ
れ
る

べ
き
事
項

に
関
す

る
必
要
な
調
査
、

三

行
政
裁
判
所
ま
た
は
行
政
機
関

に
よ

っ
て
審
査
さ

れ
る
べ
き
事
項

に
関

す
る
調
査

で
、

そ

の
調
査

が
扶
助
申
請

人

の
権
利
を
擁

護
す

る
た
め
に
合
理
的

に
要
求
さ
れ
、

か

つ
公
的
機
関
を
通

じ
て
得
る

こ
と
が

で
き
な

い
も

の
、

四

扶
助
申
請
人
も
し
く
は
そ

の
法
定
代

理
人

お
よ

び
裁
判
所
も
し
く
は
そ

の
他

の
公
的
機
関

に
本

人
出
頭
が
命

じ
ら
れ
た
と
き

こ

れ

に
関
連

し
て
依
頼

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
保
護

人

(<
似
こ
霞
Φ
)
も
し

く
は
そ

の
他

の
者

の
出
頭
、
ま

た
は
父
性
調
査

の
際

の
血
液

検
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査
等

に
関
す

る
法
律

(
一
九
五
八
年
六
四
二
号
)
に
よ
る
血
液
検
査
も

し
く

は
そ

の
他

の
遺
伝

型
質

に
関
す

る
調
査

、
も
し
く

は
親

子
法

第

二

一
章
第

一
一
条

に
よ

る
医
師

の
検
査

(感
惹

『Φ
§

紆
「ω
穿

三
ロ
αq
)
に
関

連
す

る
出
頭

の
た
め

の
旅
行
お
よ
び
滞
在
、

五

通
常

裁
判
所

の
も

と

で

の
手

数
料

に
関
す

る
政
令

(
一
九
八
七
年
四
五
二
号
)
に
よ

る
申

立
て
手
数
料
、
支
払
命
令

お
よ

び
簡

易

執
行

に
関
す

る
法
律

(
一
九
九
〇
年
七
四
六
号
)
に
よ

る
事
件

言

鋤
一)
)
お
け

る
申

立
て
手
数
料

な
ら
び

に
強
制
執

行
事
件

に
お
け

る

ホ

ホ

特

別
手
数
料
、

六

父
性
調
査

の
際

の
血
液
検
査

等

に
関
す

る
法
律

(
一
九
五
八
年
六
四
二
号
)
第

四
条

も

し
く
は
第

五
条

、
ま

た
は
訴

訟
手
続
法

の
規
定

に
よ
り
も
し
く

は
上
記

一
九
五
八
年
六
四
二
号

の
法
律
第

三
条
第

一
項

に
基

づ
き
裁
判
所

が
職
権

で
行

っ
た
証
拠
調

べ
に
よ
る
補

償

と
し

て
公
費

か
ら
支
弁
し

た
も

の
、

七

離
婚

に
起
因
す

る
婚
姻
権
財
産
分
割

の
執
行
ま

た
は
同
棲
婚
者

の

一
方
が
死
亡
し

た

こ
と
以
外

の
理
由

に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
同

棲
婚
者

間

の
こ
の
よ
う

な
婚
姻
権

財
産
分
割

の
執
行
を
裁
判
所
か
ら
命

じ
ら
れ
た
婚
姻
権
財
産

分
割
執
行
者

、

八

訴

訟
手
続
法
第

四
二
章
第

一
七
条

に
よ

る
調
停
。

*

補
佐
人
は
我

が
国

の
民
事
訴

訟
法

に
お
け

る
補
佐
人

と
異
な
り
、
そ

の
権

限

は
訴
訟
代
理
人
に
近

い
も

の
で
あ

る

(訴

訟
手
続
法

一
二
章
二
二
条

)
。

*
*

強
制
執
行
事
件

に
お
け

る
手
数
料

は
、
基
本
手
数
料
、
売
却
手
数
料

お
よ

び
特
別
手
数
料
か
ら
成

る

(強
制
執
行
手
数
料

に
関
す

る
政
令

二

九
八

一
年

一
一
八
五
号

)
二
条
)
。
特
別
手
数
料

は
国

に
事
件

に
お
け

る
措
置

の
た
め
に
特
別

の
費

用

が
生

じ
た
と
き

に
支
払
う
手

数
料

で
あ

る
。
詳
し

く
は

同
政
令
八
条

以
下
参

照
。

{156)

第
九
条

a

ホ

一
般

法

律

扶

助

を

認

め

ら

れ

た
者

は
、

訴

訟

(白
蜘
一)

ま

た

は
案

件

(貯
Φ
コ
α
Φ
)

に
お

い
て
通
常
裁

判
所

の
も

と

で

の
手



(157}スウェーデ ンの法律扶助法 につ いて

数
料

に
関
す

る
政
令

(
一
九
八
七
年
四
五
二
号
)
に
よ

る
受
付
手
数

料

お
よ

び
乎

数
料
令

(
一
九
九
二
年

一
九

一
号
)
第

一
五
条
第

一
号
な

い
し
第

三
号

に
よ

る
手
数
料
を
免
除
さ
れ
る
。

手
数
料

の
免
除

は
申
し
立

て
ら
れ
た
行
為

が
扶

助
申
請
人

に
と

っ
て
必
要

で
あ
る
限
度

に
お

い
て

の
み
適
用
さ
れ
る
。
手
数
料

の
免
除

は
特
別

の
申
立

て
に
基

づ
き
な
さ
れ
る
行
為

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
本

案

の
判
断
が
確
定
力

を
取
得
す
る
前

に
そ

の
行
為

が
申
し
立

て
ら

れ
な

い
と
き

に
は
適

用
さ
れ
な

い
。

執
行
し
う

る
判
断

に
導
く
事
項

に

つ
い
て

一
般
法
律

扶
助
を
認

め
ら
れ
た
者

は
、
強
制
執
行
事
件

に
お

い
て
基
本
乎
数
料
お
よ

び
売
却

ホ

ネ

手

数
料
を
支
払
う

こ
と
を
要

し
な

い
。

[
そ

の
他

の
]
執
行

に
関
す
る
事
件

に
お

い
て

一
般
法
律
扶
助
を
認
め
ら
れ
た
者

も
同
様

で
あ

る
。

通
常
裁
判
所
ま

た
は
労
働
裁
判
所

の
も
と

で
の
訴
訟
ま
た
は
案
件

に
お
け

る
告
知

の
費
用

は
、

一
般
法
律
扶
助
を
認

め
ら
れ
て

い
る
者

が
負

担
す

べ
き
も

の
で
あ

る
限
り
公
費

か
ら
支
払
わ
れ
る
。

*

「
訴

訟
」
、
「
案
件
」

に

つ
い
て
は
、
前
掲
訳
書

一
六
頁
訳
注

(
1
)

な
ど
参
照
。

*
*

こ
こ
で
執
行

と

い
う

の
は
様

々
な
行
政
決
定
な

ど
の
執
行
を
意

味
し
て

い
る
。

第
九
条

b

王
国
外

で
処
理
さ
れ
る
扶
助
申
請
人

に
対
す
る
犯
罪

に
関

わ
る
法
的
事

項

に
関
す

る
法
律

扶
助

の
費

用

の
問
題

に

つ
い
て

は
、
第

九
条
第

二
項
第

一
号

な

い
し
第
四
号

が
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
保
険

に
よ

っ
て
カ
バ
ー
さ

れ
な

い
か
、

ま
た
は
外
国

に
お
け
る

裁
判
所
も

し
く

は
他

の
公
的
機
関

に
よ

っ
て
補

償
さ
れ
な

い
費

用

の
限
度

で
の
み
適
用

さ
れ
る
。
扶
助
申
請
人
が
裁
判
所
ま

た
は
他

の
公

57

的
機
関

に
呼

び
出
さ
れ

た
と
き

は
、
た
と

い
本

人
出
頭
が
命

じ
ら
れ
て

い
な

い
と
き

で
も
旅
行
お
よ

び
滞
在

の
費

用

の
た
め
の
補
償

が
与

1

え

ら

れ

る

。
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第

一
〇
条

仮
差

押
え
ま
た
は
そ

の
他

こ
れ

に
類
す
る
措

置
を
得

る
た
め
に
担
保
を
提
供
す

る
義

務

に
関
す

る
訴

訟
手
続
法
お
よ
び
破

産
法

(
一
九
八
七
年
六
七
二
号
)
の
規
定

は
、

一
般
法
律

扶
助
を
認

め
ら
れ

て

い
る
者

の
問
題

に

つ
い
て
は
適

用
さ
れ
な

い
。

こ
の
よ
う

な
場
合

に
お

い
て
は
、
措
置

に
よ

っ
て
相
手
方

に
与
え
た
損
害

に

つ
い
て
は
国

が
責

め
を
負
う
。

第

一
項

は
執
行
事
件

に

つ
い
て

一
般
法
律
扶

助
が
認

め
ら
れ

て

い
る
と
き
は
、
強
制
執
行
法
第
三
章
第
八
条

ま
た
は
第
九
条

に
よ
る
執

　

行

の
問
題

に

つ
い
て
準
用
さ
れ

る
。

本
条

に
よ
る
国

の
責
任

が
国

に
支
出
を
生
じ
さ
せ
た
と
き

は
、

こ
の
支
出

は
法
律

扶
助

の
費

用
と
し

て
み
ら
れ
る
。

*

強
制
執
行
法
三
章
八
条
お
よ
び
兀
条

は
仮
執
行
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

法
律
扶
助
手
数
料
-

基
本
手
数
料
お
よ
び
付
加
手
数
料

第

=

条

扶
助
申
請
人
は
第

一
二
条

な

い
し
第

一
五
条

に
述

べ
る
と

こ
ろ
に
よ
り
法
律
扶
助
手
数
料

(基
本
手
数
料
お
よ
び
付
加
手
数

料
)
を
支
払
う

こ
と
に
よ

っ
て
第
九
条

お
よ
び
第

一
〇
条

に
関
わ

る

一
般
法
律
扶

助

の
費

用
に
寄
与

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

政
府

ま
た
は
政
府

が
定

め
る
公
的
機
関

は
、
基
本
手
数
料

の
算
定

の
た
め

の
基
本

額

(αq
歪
コ
警
Φ
一一。
℃
)
を
確
定

し
、

か

つ
基
本
手
数
料

　

お
よ

び
付
加
手
数
料

の
算
定

に
関
す
る
細
則
を
発
布
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

{158)

*

法
律
扶
助
令

二
二
条

に
よ
れ
ば
、
司
法
行
政
庁

が

こ
こ
に

い
う

公
的
機
関

の
職
務
を
行
う
。
基
本
額

は

一
九
九
五
年
七
月

一
日
か
ら
九
五
四
ク

ロ
ー
ネ
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で
あ

る
。

ま

た
基

本

手

数
料

の
最
高

額

は

一
万

二
二

一
〇

ク

ロ
ー

ネ

で
あ

る

。

Q∩
O
¢

ω
]

①
。。
.

第

一
二
条

扶

助
申
請

人

の
算
定

さ
れ

た
年

収
が
第

六
条
第

一
項

に
述

べ
る
基
礎
額

の

一
倍
半

に
相
当
す

る
額
を
超
え
な

い
と
き

は
・

基
本
額

の
半
分

が
基
本
手
数
料
を
構
成
す

る
。

収
入
が
基
礎
額

の

一
倍
半
を
超
え
る
が
、
基
礎
額

の
二
倍
を
超
え
な

い
と
き
は
、
基
本
額

が
基
本
手
数
料
を
構
成
す

る
。

収
入

が
基
礎

額

の
二
倍
よ
り
も
多

い
と
き

は
、
基
本
額

に
以
下

の
と
お
り
加
算

し
た
も

の
が
基
本
手
数
料
を
構
成
す

る

基
礎
額

の
二
倍
を
超
え

る
が
三
倍
を
超
え
な

い
収

入

の
部
分

の
二
%
、

基
礎
額

の
三
倍
を
超
え

る
が
四
倍
を
超

え
な

い
収
入

の
部
分

の
四
%
、

基
礎
額

の
四
倍
を
超
え
る
が
五
倍

を
超

え
な

い
収
入

の
部
分

の
六
%
、

基
礎
額

の
五
倍
を
超

え
る
が
六
倍
を
超
え
な

い
収
入

の
部

分

の
八
%
、

基
礎
額

の
六
倍
を
超
え

る
収
入

の
部
分

の

一
二
%
。

第

一
項

お
よ

び
第

二
項

の
適
用

に
あ
た

っ
て
は
、
収
入

は
直
近

の
低

い
千

ク

ロ
ー
ネ
単
位

に
、

そ
し

て
基
本
手
数
料
は
直
近

の
低

い

↓

○

ク

ロ
ー
ネ
単

位

に
端
数

を
切
り
捨

て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

159

第

一
三
条

扶
助
申
請
人

が
配
偶
者
、
従
前

の
配
偶
者
、
同
棲
婚
者

ま
た

は
自
己

の
子

の
扶
養

に
寄
与
す

る
と
き

は
、
第

一
二
条
第

一

項

お
よ

び
第

二
項

に
よ
る
各
収

入

の
限
界

は
、
彼

が
こ
の
よ
う

な
扶
養

に
寄
与
す
る
者

ご
と
に
第

六
条
第

一
項

に
述

べ
る
基
礎
額

の
半
分

に
相

当
す

る
額

を
増
加

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ

の
際

に
は
、
扶
助
申
請

人
が
親

子
法
第
七
章
第
五
条

に
よ
り
扶
養
義
務
を
負
う
他

人

の
子
は
、
自
己

の
子

と
同
視
さ
れ

る
。



160

扶
助
申
請

人

の
支
払
能
力

が
財
産

の
取
得
も
し
く
は
そ

の
他

の
特

別

の
事
情

に
基
づ
き
根
本
的

に
増
加
し
、
ま

た
は
債
務

の
負
担
も
し

く
は
そ

の
他

の
特
別

の
事
情

に
基

づ
き
根
本
的

に
減
少
す

る
と
き

は
、
算
定
さ
れ

た
年
収

は
増
額

ま
た
は
減
額
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
合
理

的
な
額

に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第

一
四
条

遺

産
財
団

が
法
律

扶
助

を
申

請
す

る
と
き

は
、

的
関

係

に
か
ん
が

み
合

理
的

な
額
を
定

め
る
。

基

本

手

数

料

は
財

団

の
現

在

高

(げ
Φ
7
巴
一三
口
ぴq
)
お

よ

び
共

有

者

の
経
済

神奈川法学第31巻 第1号(iso)

第

一
四
条

a

扶
助
申
請
人
は
そ

の
年
収

が
第

六
条
第

一
項

に
述

べ
る
基
礎
額

に
相
当

す
る
額
を
超

え
、

か

つ
法
律
扶
助

の
費

用
が
基

礎
額

の

一
〇
分

の

一
に
相
当
す

る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
付
加
手
数
料

を
支
払

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

た
だ
し
付
加
手
数
料

の
最
高
額

は
基
本

手
数
料

の
三
倍

と
す

る
。
付
加
手
数
料

は
、
基
礎

額

の

一
〇
分

の

一
を
超
え
る
額

に
相
当
す

る
費
用
部
分

の
、
第
九
条
第

二
項

に

関
わ
る
費
用

に
対
す

る
百
分
比

で
定

め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

付
加
手
数
料

は
以
下

の
と
お
り

で
あ
る
ー

収
入

が
基
礎
額

の

一
倍
を
超
え

る
が
三
倍
を
超
え
な

い
と
き
は
費

用

の

一
〇
%
、

収
入

が
基
礎

額

の
三
倍

を
超
え
る
が
五
倍
を
超

え
な

い
と
き

は
費

用

の
二
〇
%
、

収
入

が
基
礎
額

の
五
倍
を
超
え
る
と
き
は
費

用

の
三
〇
%
。

各

収
入

の
限
界

の
算
定

に
あ

た

っ
て
は
第

=
二
条

の
規
定

が
適
用

さ
れ
る
。
遺
産
財
団

に

つ
い
て
は
付
加
手
数
料
は
第

一
四
条

に
述

べ

る
事

由

に
よ
り
定

め
ら
れ

る
。
収
入

は
直
近

の
低

い
千
ク

ロ
ー
ネ
単
位

に
、

そ
し

て
付
加
手
数
料

は
直
近

の
低

い

一
〇
ク

ロ
ー
ネ
単
位

に

端
数
を
切
り
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



働

き
騰

ま
た
は
政
府
の
{疋
め
る
公
的
機
関
依

若
干
の
種
類
の
案
件
に
つ
い
て
は
付
加
手
数
料
が
徴
収
さ
れ
な
い
巳・
規
{疋
す
る
こ
と
が
で
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第

一
四
条
b

扶

助
申
請

人
が
基
本
手
数
料
ま
た
は
付

加
手
数
料
を
支
払
う

可
能

性
が
欠
け

て

い
る

こ
と
が
明
ら
か
な

と
き
は
・
彼

は

手
数
料
を
全
部
ま

た
は

一
部
免

除
さ
れ
う

る
。

扶
助
申
請
人
が
免

除
さ
れ
た
手
数
料
を
支
払
う
可
能

性

が
も

は
や
欠
け

て

い
な

い
状
態
に

い
た

っ
た
と
き
は
、

こ
の
決
定

は
再

審
査
さ

れ
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

第

一
五
条

}
般
法
律
扶

助
が
認

め
ら

れ
る

こ
と
に
関
連
し

て
、
基
本
手
数
料
な
ら

び
に
申
請

人
が
そ
れ
に
し

た
が

っ
て
支
払
う

べ
き

付
加
手
数
料

の
百
分
比

お
よ
び
付
加
手
数
料

の
最
高

額
が
定

め
ら
れ
る
。

収
入
ま

た
は
第

=
二
条
も
し
く
は
第

一
四
条

に
関

わ
る
関
係

が
法
律
扶

助

の
案
件

が
終
了
す

る
前

に
根
本
的

に
変
更
し

た
と
き
は
・
基

本
手
数
料
は
合

理
的
な
基
準

に
し

た
が

い
、

た
だ
し
す

で
に
支

払
わ
れ
た
も

の
を
下

回
る
こ
と
な
く
、
調
整
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
・

調

整
は
ま
た
、
基
本
手
数
料
を
従
前
定

め
た
時

に
根
本
的
な
判
断

の
誤
り

が
冒
さ
れ

た
と
き
、

ま
た
は
不

正
確
な
情
報
が
決
定

の
基
礎

に

置

か
れ
た
と
き

に
も
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

調
整

の
問
題
は

こ
れ

に

つ
い
て

の
特
別

の
理
由

が
生

じ
た
と
き
に

の
み
取
り
上
げ
ら
れ

る
。

基
本
手
数
料

が
調

整
さ
れ
る
と
き

は
、

そ
れ
に
し

た
が

っ
て
申
請
人

が
付
加
手
数
料
を
支
払
う

べ
き
百
分
比
お
よ

び
付
加
手
数
料

の
最

高
額
も
相
応
す

る
程
度

に
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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第

一
六
条

一
般
法
律
扶

助
は
、
第

一
七
条

か
ら
異

な
る
結
果

が
生
じ
な

い
限
り
、
法
的
事

項

が
以
下

の
も

の
に
関
す

る
と
き
は
、
弁

護
士

ま
た
は
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護
十
補

に
よ

っ
て
認
可
さ
れ
る
。

離
婚

配
偶
者
ま

た
は
子

に
対
す

る
扶
養

料

子

の
父
性

監
護

(<
働
a
昌
餌
匹
)

面
接
交
渉

(亘
ヨ
ひq
位
コ
鴨
)

弁
護
十
ま

た
は
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護

士
補

は
扶
養

料
、
監
護

ま
た
は
面
接
交
渉

に
関
す
る
裁
判

の
執
行

に

つ
い
て
の

一
般
法
律
扶
助

を
認
可
す

る

こ
と
は
で
き
な

い
。
弁
護
士
ま
た

は
弁
護
士
補
は
以
下
各
号

に
関
す

る

一
般
法
律

扶
助
も
認
可
す

る

こ
と
が
で
き
な

い
。

一

扶
助
申
請
人
が
遺
産
財
団

で
あ

る
と
き
、

二

扶
助
申
請
人

が
王
国
外

に
居
住
す

る
と
き
、

三

法
的
事
項

が
王
国
外

に
お

い
て
審
査

ま
た
は
そ

の
他

の
仕
方

で
処

理
さ
れ
る
べ
き
と
き
。

第

一
七
条

法
的
事
項
が
裁
判
所

の
も

と
に
係
属
す

る
と
き

は
、
裁
判
所

が

一
般
法
律
扶
助

の
認
可

の
問
題
を
審
査
す

る
。
法
的
事
項

囎

が
係
属
し
て
い
る
裁
判
所
は
ま
た
、
基
李

数
料
な
ら
び
に
そ
れ
に
し
た
が
い
里

硝
人
が
付
孕

数
料
を
転

つ
べ
き
募

砦

よ
び
付

ー

加
手
数
料

の
最
高
額

の
調
整

に

つ
い
て
決
定
す
る
。

裁
判
所

は
第

一
四
条

b

に
よ
る
決
定
も
行
う
。
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第

一
八
条

第

一
六
条

に
よ
り
法
律
扶
助

が
認
可
さ
れ

て
お
ら
ず

、

か

つ
法
的
事
項
が
裁
判

所

の
も

と
に
係
属

し
な

い
と
き
は
、

一
般

法
律
扶
助

の
認
可

の
問
題

は
法
律
扶
助
機
関

に
よ

っ
て
審
査

さ
れ
る
。

法
的
事
項

が
裁
判
所

の
も

と
に
係
属

し
な

い
と
き
は
、
法
律
扶
助
機
関

は
ま
た
、
基
本
手
数
料
な
ら
び
に
そ
れ
に
し

た
が

い
申

請
人
が

付

加
手
数
料
を
支
払
う

べ
き
百
分
比

お
よ

び
付
加
手
数
料

の
最
高
額

の
調
整

に

つ
い
て
決
定
す

る
。
法
律
扶
助
機
関

は
第

一
四
条
b

に
よ

る
決
定
も
行
う
。

第

一
八
条

a

一
般
法
律
扶

助
は
扶
助
申
請
人

の
申
請

の
後

に
認
可

さ
れ
る
。
申
請

は
書

面

で
し
、

ホ

公
的
機
関

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ
た
諸
点

に
関
す

る
情
報
を
包
含
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

*

法
律
扶
助
令

一
〇
条
お
よ
び

一
三
条
に
申
請
書

の
記
載
内
容

の
詳
細
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

か

つ
政
府

ま
た
は
政
府
が
定

め
る

第

一
九
条

一
般
法
律
扶
助

が
認
可
さ
れ

る
と
き

は
、
そ

の
後

に
生
じ

た
第
九
条

お
よ
び
第

一
〇
条

に
よ
る
費

用
は
公
費

か
ら
支
払

わ

れ

る
。
法
律
扶
助

の
申
請

が

一
般
法
律

扶
助

に

つ
い
て
決
定

す

べ
き
公
的
機

関
に
到
達

し
た
後

の
時
間

に

つ
い
て

の
補
佐
人

に
対
す

る
補

償
も
公
費

か
ら
支
払
わ
れ
る
。
公
的
機
関

の
も

と

で
申
請
前

に
、

ま
た
第

一
六
条

に
関

わ
る
場
合

に
お

い
て
は
法
律

扶
助

の
決
定
前

に
生

じ
た
補
佐

人

の
費

用

に

つ
い
て
も
、

そ

の
仕
事

が
小
範
囲

の
も

の
も
し
く

は
急
速
を
要
す

る
も

の
で
、

か

つ
申
請
が
な
さ
れ
て

い
る
か
も

し
く

は
法
律
扶
助

の
決
定

が
重
大
な
遅
滞
な
く
な

さ
れ
た
と
き
、
も
し
く

は
そ
う

で
な

く
と
も
特
別

の
理
由

が
存
す

る
と
き

は
同
様

で
あ

る
。
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補
佐

人
に
対
す

る
補
償

に

つ
い
て
今
述

べ
た
と
こ
ろ
は
、
婚
姻
権

財
産
分
割
執
行
者

に
対
す

る
補
償

に

つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。

第
九
条
第

二
項
第

六
号

に
関

わ
る
補
償

の
問
題

に

つ
い
て
裁
判
所

は
、
訴
訟
手
続
法

第

一
八
章
第

=
二
条

に
よ
り

一
般
法
律
扶
助
を
認

め
ら
れ

た
者

に
支
払
義
務
を
課
す

る
代
わ
り

に
、
補
償

が
法
律

扶
助

の
費
用
を
構
成
す

る
旨
宣
言
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

補
佐
人
の
任
命
等

神奈Ill法 学第31巻 第1号

第

二
〇
条

第

一
六
条

に
よ
り

一
般
法
律

扶
助
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
れ
に
関
す

る
決
定
を
し
た
者

が
扶

助
申
請
人

の
補
佐
人

に

な
る
。
そ

の
他

の
場
合

に
お

い
て
は
申
請
人

が
自
己

の
権
利

を
自
ら
擁
護

で
き
ず
、

か

つ
他

の
者

か
ら
必
要
な
援
助
を
得

る
権
利
を
有

し

な

い
と
き
、
そ

の
申

立
て
に
よ
り
補
佐
人

が
任
命
さ
れ
う
る
。

地
方
裁

判
所

が
訴

訟
手
続
法
第

一
章

第
三
条

d

に
よ
り

一
人

の
法
律
専

門
家

の
裁
判
官

に
よ

っ
て
構
成

さ
れ

る

べ
き
事

項

に

つ
い
て

は
、
補
佐

人
は
申
請

人

の
人
的
関
係

ま
た

は
事
案

の
性
質

に
か
ん

が
み
特

別

の
理
由

が
存
す

る

と
き

に

の
み
任
命

さ
れ
う

る
。
取

消
し

(鉱
碧
α
①
「
)
に
関
し
な

い
婚

姻
権
財
産
分
割

の
案
件

に

つ
い
て
は
、
補
佐
人
を
任
命
す

る

こ
と
が
で
き
な

い
。

ネ

親
子
法
第

二
〇
章
第

二
条

a
に
よ
り
補
佐
人

が
任
命

さ
れ
う

る
時

は
、

こ
の
法
律

に
よ

る
補
佐
入
は
任
命

さ
れ
な

い
。

*

成

人
後
見

(ま
署
巴
欝
「
ω
冨

℃
)
に
付
さ
れ
て

い
る
者

が
、
成

人
後
見

の
取
消
し
等
を
求
め
る
場
合

で
あ

る
。

倒

第

二

一
条

補
佐

人

に
は
弁
護
士
、
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護
士
補
ま

た
は
そ

の
職
務
に
適

切
で
あ

る
者

が
任
命

さ
れ
る
。
申
請
人
自
身

q

が
適
切

で
あ

る
者
を
提
案
し

た
と
き
は
、
彼

の
任
命

が
著
し

い
費
用

の
増
加
を
伴
う

か
、
ま
た
は
そ

の
他

の
面

で
異
な
る
結
果

に
導
く
特
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別

の
理
由

が
存

し
な

い
限
り
、
そ

の
者
を
任
命
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
補

佐
人
は
そ

の
理
由

が
存
す

る
と
き
は
解
任

さ
れ
う

る
。

補
佐

人

の
交
替

は
特
別

の
許

可

の
後
に

の
み
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
許

可
は
補
佐
人
と
扶
助
申
請
人
と

の
問

に
深
刻
な
対

立
が
生

じ
た
と
き
、
ま

た
は
そ
う

で
な
く

と
も
特
別

の
理
由

が
存
す
る
と
き

に
与
え

ら
れ
る
。
補
佐
人

が
従
前
扶

助
申
請
人

の
申
立

て
に
基

づ
き

解
任
さ
れ

て

い
る
と
き
は
、
補
佐
人
交
替

の
要

件
が
存
す

る
と
き

に
の
み
新

た
な
補
佐
人
が
任
命

さ
れ
う

る
。

補
佐
人
は
、

そ
れ
が
か
な
り

の

(び
Φ
鋳

緯
屋
く
警
ら

費

用

の
増
加
を
伴
わ
な

い
と
き

は
、
弁
護

士
ま

た
は
弁
護
士

事
務
所

の
弁
護

士
補

を
自
己

の
代

わ
り
に
す

る

こ
と
が

で
き
る

(代
用
)
。

そ

の
他

に
お
け

る
代
用

は
特
別

の
許

可

の
後

に

の
み
行
う

こ
と
が

で
き

る
。

法
的
事
項

が
裁
判
所

の
も
と
に
係
属
す

る
と
き
は
、
任
命

お
よ

び
解

任
、
な
ら
び
に
交
替

お
よ

び
代
用

に
対
す

る
特
別
許
可

に
関
す

る

決
定

は
裁
判
所

の
権
限

に
属
す

る
。

そ

の
他

の
場
合

に
お

い
て
は
法
律
扶

助
機
関

が

こ
れ
ら

の
問
題

に

つ
い
て
決
定
す

る
。

補
佐
人
等
に
対
す
る
補
償

　

ホ

ホ

第

二
二
条

補
佐
人
、
婚
姻
権

財
産
分
割
執
行
者

お
よ
び
調
停
人
は
、
そ

の
職
務
が
要
求
し

た
仕
事
、
時
間

の
消
費

お
よ
び
支
出

に
対

す

る
合
理
的
な
補
償
を
受
け
る
権
利

を
有
す

る
。
合
理
的
な
報
酬

の
判
断

に
あ

た

っ
て
は
、
職
務

の
性
質
お
よ
び
範

囲
が
考
慮

さ
れ
な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
有
能

性
お
よ

び
職
務

の
遂
行

に
際
し

て
払
わ
れ
た
配
慮

な
ら

び
に
職
務

に
投
じ

た
時
間

の
よ
う

な
そ

の
他

の
亜
要
な
事

情
も
樹
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
政
府
ま

た
は
政
府

が
定

め
る
公
的
機
関

は
補
償

の
決
定

に
あ

た

っ
て
適

用
さ
れ
る

べ
き
料
金
表

を

　

　

　

制
定

す

る
。

第

二

一
条
第

二
項

に
よ

る
補
佐

人

の
交
替

に
際
し
、
新

た
な
補
佐
人

が
交
替

に
関
す

る
決
定
前

に
遂
行
し

た
仕
事

に
対
す
る
補
償

の
権

利

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
第

一
九
条
第

一
項

に
述

べ
る
と

こ
ろ

が
準
用
さ
れ
る
。
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補
佐

人
、
婚
姻
権

財
産
分
割
執
行
者

ま
た
は
調
停
人

が
過
失
ま

た
は
過
怠

に
よ

っ
て
法
律
扶

助

の
費
用
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、

こ
の

こ
と

は
補
償

の
決
定

に
あ

た

っ
て
考
慮

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
補
佐
人

が
法
律

扶
助
を
認
可
し
、
も
し
く

は
代
替

に

つ
い
て
決
定
す

る
自
己

の
権
限
を
濫
用
し
た
と
き
、

ま
た
は
そ
う

で
な
く

と
も
特
別

の
理
由

が
存
す
る
と
き
は
、
補
償

は
調
整
さ
れ
う
る
。

補
佐
人

に
対
す

る
補
償

は
裁
判
所

に
お
け

る
訴

訟
ま
た
は
案
件

に

つ
い
て
は
裁
判
所

に
よ

っ
て
確
定

さ
れ

る
。
そ

の
他

の
場
合

に
お
け

る
補
佐

人
、

お
よ

び
婚
姻
権
財
産

分
割
執
行
者

に
対
す

る
補
償

は
、
法
律
扶
助
機
関

に
よ

っ
て
確
定

さ
れ
る
。
調
停
人

に
対
す

る
補
償

は

裁
判
所

に
よ

っ
て
確
定
さ
れ

る
。

補
佐

人
に
対
す

る
補
償

は
、
法
的
事
項

が
判
決
も
し
く
は
決
定

に
よ

っ
て
判
断

さ
れ

る
か
、
ま
た

は
他

の
仕
方

で
終
了
す
る

こ
と

に
関

連
し

て
確
定

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
婚
姻
権

財
産
分
割
執
行
者

ま
た
は
調
停
人

に
対
す

る
補
償

は
そ

の
職
務

が
終
了
し

た
時

に
確
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

補
佐
人

が
適
時

に
そ
れ

に

つ
い
て
決
定
す

べ
き
裁
判
所

に
補
償

の
申
立

て
を
怠

り
、

そ

の
結
果
裁
判
所

に
よ

っ
て
補
償
を
確
定
し

て
貰

う
権
利
を
喪
失
し

た
と
き
は
、
補
佐

人
が
法
的
事
項

が
裁
判
所

の
も

と
に
係
属

し

て
い
る

こ
と
を
知

ら
な
か

っ
た
か
、

ま
た
は
過
怠

が
他

の
弁
明
し
う

る
錯
誤

に
よ

る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
法
律
扶
助
機
関

が
補
償

に

つ
い
て
確
定
す

る

こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
場
合

に
は
補
償

は

つ
ね

に
国

の
負
担

に
帰
す

る
。

(166)

*

こ
れ
は
仕
事

の
た
め
に
必
要
な
旅
行
や
待
機

の
時
間
な
ど
、
仕
事
自
体

が

で
き
な

か

っ
た
時
間
を
意
味
す
る
。
Qっ
O
⊂

ω
』

ω
一
.

*
*

旅
費
、
滞
在
費
、

裁
判
外

の
通
訳

・
翻
訳

の
費
用
な
ど
で
あ
る
。
Q∩
O
d

9
卜。
ω
一
.

*
*
*

司
法
行
政
庁

に
よ

っ
て

一
部

の
離
婚
訴
訟
事
件
お
よ
び
刑
事

訴
訟
事
件

に
つ
い
て
料
金
表

が
作
成
さ
れ

て
い
る
。



第

二
三
条

補
佐

人
は
第

二
二
条

か
ら
結
果
す

る
も

の
以
外

に
、
本

人
か
ら
補
償

を
要
求
し
ま

た
は
受
け
取

っ
て
は
な
ら
な

い
。

こ
れ

6乃σ

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
要
求

は
無
効

で
あ
り
、
か

つ
補
佐

人
は
そ

の
余
分

に

(♂
同
ヨ
閤
冨
樽)
受

け
取

っ
た
も

の
を
返
還

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
婚
姻
権
財
産

分
割
執
行
者
お
よ

び
調
停
人

に
対
す

る
補
償

の
問
題

に

つ
い
て
は
今
述

べ
た
と

こ
ろ
が
準
用
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。

スウェーデ ンの法律 扶助法 につ いて

証
拠
調
べ
そ
の
他
の
調
査
等
の
た
め
の
補
償

　

第
二
四
条

特

別
な
規
定

が
適

用
さ
れ
な

い
限
り

で
、
通
常
裁
判
所
ま
た
は
労
働
裁

判
所

の
訴
訟
ま

た
は
案
件

に
お
け

る
証
拠
調

べ
の

た
め

の
補
償

に

つ
い
て
は
、
裁
判
所

が
決
定
す

る
合
理
的
な
額

が
支
払
わ
れ
る
。
訴

訟
手
続
法

か
ら
結
果
す

る
も

の
の
ほ
か
、
訴
訟
手
続

ホ

ホ

法
第

四
〇
章
第

一
九
条

に
関
わ

る
鑑
定

人

の
た
め
の
補
償
も
合
計
し

て
最
高
第

六
条
第

一
項

に
述

べ
る
基
礎
額

の

一
〇
分

の

一
に
相
当
す

る
額
が
支
払

わ
れ
る
。

*

特
別
な
規
定

と
し

て
は
第

一
に
、

公
費

か
ら

の
証

人
等

に
対
す

る
補
償

に
関
す

る
政
令

*
*

私
的
鑑
定
人

の
こ
と
で
あ
る
。
Qo
O
α

。。
.
届
P

(
一
九
八
二
年
八
〇
五
号

)
が
あ

る
。

第

二
五
条

通
常

裁
判
所
ま
た
は
労
働
裁

判
所

の
も

と
で
取

り
扱
わ

れ
な

い
事

項

に

つ
い
て
は
、
法
律
扶

助
機
関

が
調

査
に

つ
い
て
決

ホ

67

定

す
る
。

こ
の
こ
と

の
支
障

な
し
に
、
補
佐

人
は
小
範
囲

の
調
査

に

つ
い
て
決
定

す
る

こ
と
が

で
き
る
。

同
様

の
権
限

が
婚
姻
権
財
産
分

1

割

執
行
者

に
も
属
す

る
。



第

一
項

に
関
わ

る
調
査

に
あ

た

っ
て
協

力
し

た
者

は
、

政
府

が
定

め
る
規
定

に
よ
り
補
償
を

受
け
る
権
利
を
有
す

る
。
調
査

が
裁
判
所

螂

の
も

と
に
係
属
し

て

い
る
訴

訟
ま

た
は
案
件

に
包
含

さ
れ
る
と
き

は
・
補
償

は
裁
判
所

に
よ

っ
て
確
定

さ
れ

る
・
そ

の
他

の
場
合

に
お

い

て
は
補
償

は
法
律
扶
助
機
関

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
る
。

*

小
範
囲

の
調
査

と
は
、
そ

の
費
用
が
基
礎
額

の
半
分

を
超
え
な

い
調
査

の
こ
と
で
あ
る

(法
律
扶
助
令

二
三
条
)
。

神奈川法学第31巻 第1号

出
頭

の
た
め

の
補
償

　

第

二
六
条

第
九
条
第

二
項
第

四
号

に
関

わ
る
補
償

は
、
政
府

が
定

め
る
規
定

に
よ
り
支
払

わ
れ
る
。

第

一
項

に
よ

る
補
償

は
、
そ

こ
に
出

頭
が
行

わ
れ
る
公
的
機
関

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
る
。

父
性
調
査

の
際

の
血
液
検
査
等

に
関
す

る
法

律

二

九
五
八
年
六
四
二
号
)
に
関

わ

る
血
液

検
査
ま

た

は
そ

の
他

の
遺

伝
形
質

に

つ
い
て
の
調
査

の
た
め

に
出
頭
す

る
際

は
、
補
償

は

そ

の
裁
判
所

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ

る
。
親
子
法
第
二

一
章
第

=

条

に
よ

る
医
師

の
検
査

の
際

の
出

頭

の
た
め
の
補
償

は
、
行
政
地
方
裁

判
所

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
る
。

*

二
四
条

の
*
の
政
令
参
照
。

(168)

法
律
扶

助
手
数
料

の
支
払
と
確
定

、
扶
助
申
請

人
、
補
佐

人
お
よ

び
婚
姻
権

財
産
分
割
執
行
者

と

の
清
算



(ユ69}スウェーデ ンの法律扶助法 につ いて

第

二
七
条

こ
の
法
律

に
よ
る
補
佐
人
ま

た
は
婚
姻
権
財
産
分
割

執
行
者

が
存
在
す

る
と
き

は
、
基
本
手
数
料

は

こ
の
者

に
支
払

わ
れ

る
。

補
佐
人
も
婚
姻
権

財
産

分
割
執
行
者
も
存
在
し
な

い
と
き
は
、

基
本
手
数
料

は
国

に
支
払
わ
れ
る
。
基
本
手
数
料

は
法
律
扶
助

が
認

可

さ
れ
る
と
直
ち

に
徴
収
す

る

こ
と
が
で
き

る
。
法
律

扶
助
が
認
可
さ
れ
た
後

に
基
本
手
数
料

が
増
額

さ
れ
た
と
き

は
、
増
額

に
起
因
す

る
手
数
料

は
国

に
支
払

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

付
加
手
数
料

は
国

に
支
払

わ
れ

る
。
た

だ
し
補
佐

人
が
存
す

る
場
合

に
そ

の
補
償

が
確
定

し
て

い
る
時

は
、
付
加
手
数
料

の
う
ち
補
佐

人

の
費
用
に
関
す

る
部
分

は
補
佐

人

に
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
補
佐

人
は
事
件

に
お

い
て
な

さ
れ

る
仕
事
、
時
間

の
消
費

お
よ

び

支
出

に
応

じ
て
合
理
的
な
額
を
付
加

手
数
料

か
ら
前
払

と
し

て
受
け

る
べ
き

で
あ
る
。
付
加
手
数
料

の
最
高
額

が
補
佐

人
に
対
す

る
補
償

の
確
定

と

の
関
連

に
お

い
て
増
額

さ
れ
る
と
き

は
、
増
額

に
起
因
し
う

る
額

で
、
か

つ
こ
の
補
償
ま

た
は
従
前

に
確
定

さ
れ
た
補
佐
人

へ

の
補
償

に
関
す
る
部
分

は
国

に
支
払

わ
れ
る
。

第
二
八
条

法
律
扶
助
機
関

は
、
法
律
扶
助

の
費
用

が
終
局
的

に
決
定

さ
れ
る
と
直
ち

に
、
扶
助
申
請

人

の
基
本
手
数
料
お
よ
び
付
加

手
数
料
を
終
局
的

に
確
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
手
数
料

が
確
定
し

た
後

に
そ
れ
以
上

の
費

用
が
判

明
し

た
と
き
は
、
新

た
な

手
数
料

を
確
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
条

削
除

169

第
三
〇
条

清
算

は
法
律
扶

助
機
関

に
よ

っ
て
な
さ
れ

る
。
扶
助
申

請
人
と

の
清
算

は
、
基
本
手
数
料
お
よ

び
付
加
手
数
料

が
終
局
的

に
確
定
さ
れ
る
と
直
ち
に
行

わ
れ
る
。
補
佐
人

ま
た
は
婚
姻
権

財
産
分
割
執
行
者

と

の
清
算

は
、
そ

の
者

に
対
す

る
補
償

が
確
定
し

た
時



に

な

さ

れ

る

。

"

*

-

政
府

ま
た
は
政
府

が
定

め
る
公
的
機
関

は
清
算

に
関
す

る
細
則
を
制
定
す

る
。

*

法
律
扶
助
令

二
七
条
な

い
し
二
九
条

に
定

め
ら
れ
て

い
る
。

法
律
扶
助
の
費
用
の
償
還
義
務

神奈川法学第31巻 第1号

第
三

一
条

訴

訟
手
続
ま
た
は
他

の
こ
れ
に
相
当
す

る
手
続

に
お
け

る
相
手
方

の
費

用
に
対
す

る
責
任

に
関
す
る
法
律

の
規
定

は
、
相

手
方

の
法
律
扶
助

の
費
用

の
問
題
に

つ
い
て
も
適
用

さ
れ

る
。

た
だ
し
利
息

の
た
め
の
補
償

は
支
払
う

べ
き
も

の
で
な

い
。

法
律
扶
助

の
費

用

に

つ
い
て
償
還
義
務

を
負
う
者

は
、
扶
助
申
請
人

に
対
し
そ

の
基
本
手
数
料

お
よ

び
付
加
手
数
料

に
相
当
す

る
額
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ

の
余

の
額
は
国

に
支
払

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
償
還
義
務
者

が
法
律
扶
助

の
費
用

の

一
部

の
み
償
還

す

る

こ
と
を
命

じ
ら
れ

た
と
き

は
、
彼

は
扶

助
申

請
人

お
よ

び
国

に
対

し
そ
れ
ぞ

れ
に
相

当
す

る
配
分
額
を

支
払
わ
な
け

れ
ば
な

ち
な

い

。法
律
扶
助

が
強
制
執
行
法

に
よ
る
執
行

に
関

す
る
案
件

に

つ
い
て
認
可
さ

れ
た
と
き

は
、
相
手
方

か
ら
徴
収
し

た
強
制

執
行
手
数
料

に

　

関
す

る
政
令

(
一
九
八

一
年

=

八
五
号
)
に
よ

る
特
別
手
数
料

は
第

二
項

の
規
定

に
よ
り
配
分
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

(17Q)

*

九

条

の

*

*
を

参

照

。



(171)

第

三

一
条

a

裁
判
所

の
も

と
で
の
訴

訟
ま
た
は
案
件

に
お

い
て
複
数

の
共
同
当
事
者

の
た
め

に
共
通

の
費
用

が
法
律
扶

助

の
費

用
と

し

て
償
還
さ
れ
た
と
き
は
、
法
律

扶
助
を
有

し
な

い
共
同
当
事
者

は
各

自
国

に
対
し
、
彼
に
属
す

る
と
み
う

る
費
用

の
部
分

の
支
払
を
命

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

配
分
は
異
な

る
結
果

に
導
く
事
情

が
存
し
な

い
と
き
は
、
頭
数

に
応
じ

て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第

一
項

の
適

用
に
あ

た

っ
て
は
、
相
手
方
ま

た
は
そ

の
他

の
者

が
第

三

一
条

の
支
持

を
も

っ
て
支
払
う

こ
と
を
命

じ
ら
れ

た
費
用

の
部

分

の
控
除

が
な

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

スウ ェーデ ンの法律扶助法 について

第

三

一
条
b

裁
判
所

が
配
偶
者

の
共
同
申
請

の
後
に
、
そ

の

一
方

の
み
が
法
律
扶
助
を
有

す
る
離
婚
事
件

に

つ
い
て
判
決
す

る
と
き

は
、
法
律
扶
助
を
有

し
な

い
当
事
者

は
、
法
律
扶
助

の
費

用

の
半
分
を
国

に
支
払
う
義

務
を
負

う
。

た
だ
し
、
彼

が

一
般
法
律
扶

助
を
有

し

た
な
ら
ば
適
用
さ
れ
る

べ
き
基
本
手
数
料

に
相
当
す

る
額
を
超
え

て
支
払
う
義

務
を
負
わ
な

い
。

第

一
項

に
よ
る
償

還
義
務

は
、
そ

の
額

が
政
府

が
確
定
す

る
限
界
を
下
回

る
と
き
、
法
律
扶

助
を
有
し
な

い
配
偶
者

が
自
己

の
代
理

人

に
対

し
、

こ
の
法
律

に
よ
る

一
時
間

の
相
談

の
た
め

の
費
用
を
超
え
る
費
用
を
負

担
し

て
い
る
と
き
、
ま

た
は
そ
う

で
な
く
と
も
事
情

に

か
ん
が
み
そ
れ
が
不
合

理
で
あ

る
と
き

は
存
在
し
な

い
。

配
偶
者

ま
た
は
同
棲
婚
者

の

一
方

の
み
が
法
律

扶
助
を
有
す

る
案
件

に
お

い
て
婚
姻
権
財
産
分
割
執
行
者
が
任
命

さ
れ
た
と
き

は
、
他

の
配
偶
者

ま
た
は
同
棲
婚
者

は
第

一
項
お
よ

び
第

二
項

に
述

べ
る
事
由

に
よ
り
婚
姻
権
財
産
分
割
執
行
者

の
た
め

の
費

用
お
よ

び
こ
の
者

が
決
定
し

た
調
査

の
た
め
の
費
用
を
支
払
う
義
務

を
負
う
。

171

第

三

一
条

c

扶

助
申
請

人

が
過
失
ま
た
は
過
怠

に
よ

っ
て
法
律
扶
助

の
費
用

の
増
加
を
惹
起
し
た
と
き
は
、
彼

は
国

に
対
し
、

そ

の

他

の
点

で
法
律

扶
助

の
費

用

の
た
め

の
責
任

が
ど

の
よ
う

に
配
分
さ

れ
る

か
に
拘

ら
ず
、

こ
れ
ら

の
費

用
を
償
還

し
な
け

れ

ば
な
ら

な



い
。
扶
助
申
請

人

の
法
定

代
理
人

に

つ
い
て
も

同
様

で
あ

る
。

172神奈川法学第31巻 第1号(172)

第

三
二
条

基
本

手
数
料
、
付
加
手
数
料

お
よ
び
共
同
当
事
者

ま
た
は
そ

の
他

の
者

が
第
三

一
条

a
ま

た
は
第

三

一
条
b

の
支
持
を
も

っ
て
支
払
う

こ
と
を
命
じ
ら
れ

た
額

の
合
計

が
、
法
律

扶
助

の
費

用
を
超
え
る
と
き
は
、

こ
の
超
過
部
分

は
国
か
ら
扶

助
申
請

人
に
返
還

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

補
佐
人
ま

た
は
婚
姻
権
財
産
分
割
執
行
者

に
対
す
る
第
二
二
条

に
よ
る
補
償

が
、
基
本
手
数
料

お
よ
び
付
加
手
数
料

の
合
計

よ
り
も
低

い
額

に
確
定

さ
れ
た

と
き

は
、

こ
の
者

は
補

償
を
超

え
る
法

律
扶

助

の
費

用
に

つ
い
て
そ

の
差

額

の
範
囲
内

で
国

に
支
払

の
責

め
を
負

・
つ

。

法
律
扶
助
の
費
用
の
償
還
義
務
を
確
定
す
る
手
続

第

三
三
条

当
事
者

が

一
般
法
律
扶
助
を
有
す

る
訴

訟
ま
た
は
案
件

に
お

い
て
取
扱

い
が
終
了
し
た

こ
と
に
関
連
し

て
、
第

三

一
条
第

一
項
お
よ
び
第

三

一
条

a
な

い
し

c
に
よ
り
支
払
う

べ
き
額

に
関
す

る
決
定

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
決
定

が
裁
判
所

ま
た
は
法

律

扶
助
機
関
以
外

の
も

の
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、

支
払
義
務

は
そ

の
全
体

の
費
用

に
関

す
る
か
、

ま
た
は
特
定

の
額
を
示
さ
ず

に

割
合

で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

破

産
宣
告

に
関
す

る
事
項

に

つ
い
て
債
権
者

が

一
般
法
律

扶

助
を
認
可
さ

れ
た
と
き

は
、
償
還
義
務

に
関
す

る
決
定

は
、
遅

く

と
も

[
債
権

の
]

配
分

の
確
定

に
関
連
し

て
な

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。



第

三
三
条

a

第

二
八
条
、
第
三

一
条
第
二
項

お
よ

び
第
三
項

な
ら
び
に
第

三
二
条

に
よ

る
決
定

は
、

矧α

が
作
成
す

る
法
律
扶
助

の
費
用

に
関
す

る
登
録
情
報

の
自
動
的

デ
ー
タ
処

理
を
通

じ
て
な
さ
れ
う

る
。

法
律
扶
助
機
関
に
よ
り
同
機
関

第
三
三
条
b

第
三

]
条
第

二
項

お
よ
び
第
三
項

な
ら
び

に
第
三

一
条
b
第
三
項

に
よ

る
法

律
扶
助

の
費

用

の
償
還
義
務

に
関
す

る
決

定

は
、
強
制
執
行
法

の
規
定

に
よ
り
執
行
す

る

こ
と
が

で
き
る
。

スウェー一デ ンの法律扶助法につ いて173

一
般

法
律

扶

助

の
取

消

し

(に
よ
る
終
了
)

(巷

鼠
α
鑓
民

Φ
)

第
三
四
条

一
般
法
律
扶

助
は
以
下
各
号

の
場
合

に
は
取
り
消

さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
1

一

法
律

扶
助
手
数
料

が
第

二
七
条

に
よ
り
支
払

わ
れ
な

い
と
き
、

二

扶
助
申
請
人
が
不

正
確

な
情

報
を
供
与
し
、

か

つ
正
確
な
情
報

が
供
与

さ
れ

た
な
ら
ば
法
律
扶
助
が
認
可
さ
れ

る
べ
き

で
な

い
と

き
、三

扶
助
申

請
人
が
故
意

ま
た
は
重
大

な
過
失

に
よ

り
、
法
律
扶
助
手
数
料

の
免
除
ま
た
は

こ
れ
を
あ

ま
り

に
も
低
額

に
す

る

こ
と
に

導

い
た
不

正
確

な
情
報

を
供
与

し
た
と
き
、

四

扶

助
申
請

人
が
も

は
や
事
案

が
処

理
さ
れ
る
べ
き
正
当
な
利
益
を
有

す

る
と
み
ら
れ
な

い
と
き
、

ま
た
は

五

扶

助
申
請

人
が
も

は
や

一
般
法
律
扶
助
を
受
け

る
資
格
を
有

し
な

い
ほ
ど
に
経
済
的
関
係

が
変
動

し
た
と
き
。

一
般
法
律
扶

助
が
第
八
条
第
八
号

に
関

わ
る
よ
う
な
事
件

が
存
す

る
に
も
拘
ら
ず

認
可
さ
れ
た
と
き
は
、
法
律
扶
助

の
取
消
し
を
決
定

す

る

こ
と
が
で
き
る
。
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不

正
確
性

が
扶
助
申
請
人

が
知
ら
な

か

っ
た
か
、
ま
た
は
彼

の
申
請

の
判
断

に
と

っ
て
有
意
義

で
あ
る
と
考

え
る

べ
き
合
理
的
な
理
由

を
有

し
な

い
情
報

の
供
与
を
怠

っ
た
こ
と

の
み
に
存
す

る
と
き
は
、
第

一
項
第

二
号

は
適

用
さ
れ
な

い
。
法
律
扶

助
を
取
り
消
す

こ
と
が

明
ら
か

に
不
当

で
あ

る
と
き

は
、
第

一
項
第
三
号

お
よ

び
第

四
号

な
ら
び

に
第

二
項

は
適

用
さ
れ
な

い
。

一
般

法
律
扶
助

の
第

一
項

に
よ

る
取
消
し

が
決
定
さ
れ
る
と
き
は
、

法
律
扶

助
を
有

し
た
者

は
自
ら
そ

の
費

用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

た
だ
し
特
別

の
事
情

が
存
す

る
と
き

は
、
費

用

の
全
部

ま

た
は

一
部

を
国

が
支

払
う
旨
決
定
す

る

こ
と
が
で
き

る
。

一
般

法
律
扶
助

の
第

二
項

に
よ

る
取
消
し

が
決
定
さ
れ
る
と
き
は
、
法
律
扶

助

の
費

用
は
国

が
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

た
だ
し

特

別

の
理
由

が
存
す

る
と
き

は
、
費
用

の
全
部
ま

た
は

一
部

を
法
律

扶
助
を
有

し
た
者

に
負
担

さ
せ
る
旨

決
定
す

る

こ
と
が
で
き
る
。

一
般
法
律
扶
助

の
取
消

し
に
関
す

る
問
題

の
決
定

は
、
法

的
事
項

が
裁
判
所

の
も

と
に
係
属
す

る
と
き
は
裁
判
所
、
そ

の
他

の
場
合

に

お

い
て
は
法
律

扶
助
機
関

に
よ

っ
て
な
さ
れ

る
。

こ
の
よ
う

な
決
定

は
ま

た
、
第
四
九
条

に
よ

る
抗
告

の
審

査

に
関
連

し

て
な

さ

れ
う

る
。

刑

事

訴

訟

事
件

に
お

け

る
被

疑

者

・
被

告

人

(ゴP一ωω什電
鵠
評
け)

に
対

す

る
法

律

扶

助

第
三
五
条

ネ

公
共
弁
護

人

に

つ
い
て
は
特
別

の
規
定

が
存
す
る
。

(174)

*

訴
訟
手
続
法
一
=

章
三
条
以
下
参
照
。
刑
事
事
件
に
お
け
る
法
律
扶
助
の
主
要
な
も
の
は
訴
訟
手
続
法
の
上
記
規
定
に
よ
る
公
共
弁
護
人
の
付
与
で
あ

り
、
本
法
に
よ
る
法
律
扶
助
は
そ
れ
以
外
の
法
律
扶
助
に
関
す
る
も
の
で
、
補
充
的
な
機
能
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。

な
お
、
刑
事
事
件

に
お
け
る
法
律
扶
助
と
し
て
は
、
被
害
者
補
佐
人
に
関
す
る
法
律

(
一
九
八
入
年
六
〇
九
号
)
に
よ
る
被
害
者
補
佐
人
の
付
与
が
あ
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る
.

こ
れ
は
、丑
と
し

て
性
犯
罪

の
被
害
者

の
権
利
を
羅

す

る
た
め
に
認
め

ら
れ
て

い
る
制
度

で
あ

る
・

第

三
六
条

第
三
五
条

に
関
わ
る
以
外

の
刑
事
訴

訟
事
件

に
お
け

る
被
響

塗

・
人
に
対
す

る
そ

の
他

の
葎

扶
助

は
・
被
疑
煮

被

止
、
人

(舞

鋤
}鋤
α
)
に
対
し
、
彼

の
算

定

さ
れ
た
叢

が
第
六
条

篁

項
に
定

め

る
羅

額

の
三
倍

に
相
当
す

る
額
を
超
過

し
な

い
と
き

に

認

め
ら

れ

る
。

第

}
項

に

よ

る
審

査

に
あ

た

っ
て
は

、

第

六
条

第

二
項

お
よ

び
第

三

項

が
準

用

さ

れ

る
・

た
だ
し
、
申
請
人
自
身

が
葎

扶

助
に
よ

っ
て
支
払
わ
れ
る
費
用
を
負
担
す

る

こ
と
が
で
き

る
ヤ
」
と

が
明
ら
か
な

と
き

は
・
葎

扶
助

は
認

め

ら

れ
な

い
。

第

三
七
条

第
三

六
条

に
よ

る
法
律
扶

助

の
際

は
、
第
九
条
第

二
項
第

二
号
、
第
四
号
お

よ
び
第
五
号
・
な
ら

び
に
第
九
条

a
・
笙

九
条
第

一
項
、
第

二
四
条

お
よ
び
第

二
六
条

が
準
用
さ
れ
嶺
・

*

こ
の
葎

錺

に
よ

っ
て
国

は
、
証
拠
調

べ
、
調
査
や
裁
判
所

へ
の
出

頭
に
関
連
す

る
旅
行

お
よ

藩

在

の
費

用
な
ど
を
支
払
う
・
ω
。
募

卜.
卜.
N
-
し.
.

第

三
八
条

裁
判

所

の
決
定

に
よ
り
公
費

か
ら
支
払
わ
れ
た
費
用
を
国

に
償
還
す

べ
き
馨

人
ま
た
は
そ

の
他

の
者

の
霧

に
関
す

る

訴

訟
手
続
法

の
規
定

は
、
第
三
六
条

に
よ
る
葎

扶

助

の
費
用

に
関
す

る
問
題

に

つ
い
て
準
用

さ
れ
る
・

新

訴
訟
手
続
法

の
導

入
に
関
す

る
法
律

(
充

四

ハ
年
八
・
四
号
)
第

九
条
第

二
項
、
犯
罪

の
た
め

の
引
渡
し
に
関
す

る
葎

(
充

丘
七
年
六
六
八
.万
)
第

八
条

、

粋ア
ン

了

ク
、

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

、

ノ

ル
ウ

ェ
ー

お

よ

び

ア
イ

ス
ラ

ン
ド

に

対
す

る
犯

罪

の
た

め

の
引

渡
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し

に
関
す

る
法
律

(
冗

尭

年
二
五
四
号
)
第

一
四
条

[社
会
的

に
危
険

な
非
行

の
際

の
讐

に
関
す

る
法
律

(
韮

ハ
四
年
四
五
。

号
)
第
七
条

お
よ

び
第

三

条

]
・

刑
事

判
決

の
執
行

に
関
す

る
国
際
的
協

力

に
関
す

る
法
径

冗

七
一
奎

六
。
号
)
第
三
九
条

お
よ

び
非

収
容
的

刑
事
保
護

に
関
す

る
国
際

的
協
力

に
関

す

る
法
讐

冗

七
八
年
八
・

一
且万
)
第

二
九
条

に
関

わ
る
場

A
。
に
お

い
て
は
、
そ

こ
に
規
定
さ

れ
て

い
る
と

こ
ろ

が
適
用
さ
れ
る
。

*

[

]
内
の
法
律
は
法
律

一
九
八

一
年
三
〇
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。

第
三
九
条

第
三
六
条

に
よ
る
法
律

扶
助
は
被
告

人

の
申
請

の
後

に
認

め
ら
れ

る
.
そ

の
決
定

は
事
件

が
係
属
す

る
裁
判
所

に
よ

っ
て

与
え
ら
れ
る
。

裁
判
所

は
事
件
を
終
～
し

た
と
き
、
被

告
人
が
上
訴
す

る
か
ま
た
は
上
訴
期
間

が
経
過
す
る
ま

で
、
上
級
裁
判
所

に
お
け
る
法
律
扶
助

を
認
め
る

こ
と
が

で
き
る
。

被
告
人

に

つ
い
て
第
三
四
条
篁

項
第

二
号

に
述

べ
る
事
由

が
存
す

る
と
き

は
、
裁
判
所
は
法
律
扶
助
を
取
り
消
す
巳田
の
決
定
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
・
被
告

人
が
有

罪
判
決
を
受
け
た
と
き

は
、
第

三
八
条
篁

項

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
関

わ
り
守

、
葎

扶
助

の
書

用
を
支
払
う

こ
と
を
曾

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
.

た
だ
し
特
別

の
稽

が
存
す

る
と
き
は
、
費
用

の
全
部
ま

た
は

蔀

が
国

に
よ

っ

て
負

担

さ

れ

る
旨

決
定

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

被
告
人
の
繕

的
関
係
が
も
は
や
法
律
扶
助
の
受
給
資
格
を
有
し
な
い
程
度
に
ま
で
変
化
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
法
律
扶
助
の
取
消

し

を

決
定

し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。
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第

四
。
条

第

三
六
条

に
よ
る
法
律
扶
助

の
申
請

は
、
書

面

で
し
、

か

つ
政
府

ま
た
は
政
府

が
定

め
る
公
的
欝

が
{疋
め
藷

点

に
関

す

る
情
報
を
包
含
し
な
け
れ

ば
な
・ら
な

い
.
特
別

の
理
由

が
存
す

る
と
き
は
、
申
請
は

。
頭

で
す

る

こ
と
が
で
き

る
・

公
的
補
佐
人

に
よ

る
法
律

扶
助

第
四

秦

公
的
補
佐
人

に
よ
る
法
律
扶
助

は
、
以

下

の
訴
訟
ま

た
は
案
件

に

つ
い
て
認
め

ら
れ
る
・

一

精
神
医
療
的
強
制
保
護
に
関
す
る
葎

(
充

九

奎

三

八
量

第
七
条
、
第
九
条
、
第

三

条
ま
た
は
第

西

条
に
よ
る
継

続
的
強
制
保

護

の
許
可
、
お
よ

び
同
法
第

三
二
条

ま
た
は
第
三
三
条

に
よ
る
強
制

保
護

の
た
め

の
収
容

に
関
す

る
決
定
ま

た
は
強
制
保
護

の
取
消
し
を
求
め
る
申
請
を
却
下
す
る
決
定
に
対
す
る
上
訴
、
な
ら
び
に
法
精
神
医
療
的
保
護

に
関
す
る
葎

(
一
九
九

歪

三

九

号
)
第

三

条

に
よ
る
継
続
的
保
護

の
許

可
、
同
法
笙

六
条

に
よ

る

こ
の
よ

う

な
保

護

の
取
消
し
・

お
よ
び
同
法
笙

八
条

笙

項
第

募

ま
た
は
第
二
、万
に
よ
る
法
精
神
医
療
的
保
護
に
関
す
る
決
定
、
な
ら
び
に
特
別
の
退
院
婁

(馨

凶く
一督

雪

量

に
関
す
る

刑
法
第
三

華

三
条
に
よ
り
な
さ
れ
る
法
精
神
医
療
的
保
護
を
受
け
て
い
る
者

の
保
謡

設
外

に
お
け
る
滞
在
の
許
可
ま
た
は
そ
の
取

消
し

の
決
定

に
対
す

る
上
訴
、

に
関
す

る

一
般

行
政
裁
判
所

の
も
と

で
の
事
件
・

二

精
神
的
発
達
堕

.
者

に
対
す

る
配
慮

に
関

す

る
法
律

(
兀

六
七
年
九
四
・
号
)
第

三
五
条

に
よ
る
保

護
院

ま
た
は
特

別
病
院

へ
の

入
院
ま

た
は
退
院

に
関
す

る

一
般
行
政
裁
判
所

の
も
と

で
の
事

件
、

三

年
少
者
の
保
護
の
特
則
に
関
す
る
法
律

(
充

九
・
年
五
二
号
)
第
二
条
ま
た
は
第

一蓬

よ
る
保
護
の
準
備

第
六
条
に
よ
る
直

接
的
戒
護
、
第
三

条

に
よ

る
保
護

の
取
消
し
、
第

二
四
条

に
よ

る
移
動

の
禁
止

も
し
慮

笙

一六
条

に
よ

る
移
動

の
禁
止

の
取
消
し

に

関
す
る
事
件
ま
た
は
同
法
第
四

柔

笙

項
に
よ
る
不
服
申
立
て
の
際
の

雇

行
政
裁
判
所
の

も
と
で
の
事
件
・
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四

薬
物
等
濫
用
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律

二

九
八
入
年
八
七
・
号
)
に
よ
る
保
護
の
麓

ま
た
は
同
法
第

三

条
に
よ
る
直
接
的
戒

護

に
関
す

る

一
般
行

政
裁
判
所

の
も

と
で

の
事
件
、

五

笛

人
法

二

九
八
九
年
五
二
九
号
)
に
よ
る
入
国
許
否

(餌三

ω甚

に
関
す
る
毒

た
だ
し
笛

人
法
第
六
章
第
二
条
ま
た

は
第
三
条

に
よ
る
警
察
機
関

の
も

と
で
の
外
国
人

の
拘
束

が
三

日
を
超
え
な

い
事
件

を
墜

、

六

外
国
人
法
第
四
章
第
三
条

に
よ
る
国
外
退
去

(葺
≦
ω巳
薦

)
に
関
す

る
事
件
、

七

特
別
の
外
国
人
統
制
に
関
す
る
法
讐

冗

九

奪

五
七
一
葺

に
よ
る
国
外
退
去
お
よ
び
届
出
霧

に
関
す
る
事
件
、

八

外
国
人
言

会
が
入
国
拒
否
ま
た
は
国
外
退
去
の
案
件
に
お
い
て
執
行
停
止
の
決
定
を
し
た
と
き
、
笛

人
法
第
三

早
第
五
条
箪

二

項

に
よ
る
滞
在
許

可

に
関
す

る
事
件
、

外
国

人
法

に
よ
る
執
行

に
関

九

外
国

人
が
外
国
人
法
第
六
章
第

二
条

ま
た
は
第
三
条

に
よ

り
三

日
を
超
え
て
拘
束

さ
れ
て

い
る
と
き
、

す

る
事
件
、

6

特
別

の
外
国
人
統
制

に
関
す

る
法
律
第

=

条

に
よ

る
決
定

に
関
す

る
政
府

の
も
と
で

の
事
件
、

=

外
国

人
法
第

三

章
第
三
条

の
支
持
を
も

.
て
す

る
外
国

人

の
本
国
送
還

に
関
す

る
事

件
、

一
二

刑
法
第
二
六
章

に
よ
る
条

件
付

き

に
認

め
ら
れ
た
自
由

の
剥
奪

に
関
す

る
事
件
、

二
二

刑
罰
等

の
執

行

に
関
す

る
デ

ン

マ
ー
ク
、

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

お

よ

び

ア
イ

ス
ラ

ン
ド

と

の
協

力

に
関

す

る
法

律

(
一
九

六
三
年

一
九

三
号
)
ま
た
は
刑
事
判
決
の
執
行
に
関
す
る
国
際
的
協
力
に
関
す
る
法
竺

九
七
二
年
二
六
・
号
)
に
よ
る
畠

裂

の
製

の
外
国
に

お
け

る
執
行

に
関
す

る
事
件
、

西

保

護

ま

た

は

処
遇

に
関

す

る
決

定

の
執

行

の
た

め

の
デ

ン

了

ク
、

フ
ィ

ン
}フ
ン
ド

お
よ

び

ア
イ

ス
一フ

ン
ド

ま

た

は

ノ

ル
ウ

ェ
ー

に
対
す

る
引
渡
し

に
関
す

る
法
律

(
冗

七
・
年
三
七
五
号
)

に
よ
る
引
渡
し

に
関
す
る
事
件
、
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一
五

こ

の
措

置

へ
の
有
効
な

同
意

が
得

ち
れ
な

か

っ
た
と
き
、
断
種

に
関

す

る
法
律

(
充

四
四
年

三

三
号
)

に
よ

る
断
種

に
関

す

る
事

件

、

=
ハ

伝
染
病
予
防
法

(
充

八
八
年

西

七
二
号
)
第
三
七
条
に
よ
る

蒔

的
戒
護
、
第
三
八
条
、
第
三
九
条
も
し
濠

第
四

条
に

よ

る
強
制
隔
離

ま
た
は
第
四

二
条

に
よ

る
強
制

隔
離

の
取
消
し
に
関
す

る

一
般

行
政
裁
判
所

の
も

と

で
の
事
件
・

スウェー デンの法律扶助 法について179

*

ス
ウ

ェ
「
デ

ン
語
と

呆

語

の
表
現
法

の
糞

か
ら
、

理
解

の
便
宜
上
本
条

で
は
各
号

に

つ
い
て
原
文

に
な

い
事
件
と

い
う
訳
語
を
補

っ
て

い
る
が
・

こ
れ
は
訴

訟
、
案
件

の
両
者

ま
た
は

い
ず

れ
か

の
意
味

で
用

い
て

い
る
・

*
*

、
本
条
に
は
多
数

の
葎

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
取
扱
い
で
は
精
神
医
療
的

社
会
的
保
護
蓉

と
外
国
人
法
令
に
関
す
る
事
件
が
ほ
と
ん

ど

で

あ

る

。

ω
O

q

ω
.
躍

・

第
四

二
条

公
的
補
佐
人

に
よ
る
法
律
扶
助

は
、
そ

の
措
置

が
関

わ
る
者

に
対
し
、

お
よ
び
第

璽

条
第
三
項

に
関

わ

る
訴

訟
ま
た
は

案
件

に
お

い
て
は
そ

の
監
護
者

に
対

し

て
も
補
佐

人

の
必
要

が
欠
け

る
と
み
て
は
な
ら
な

い
と
き

に
認

め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
・

第
四
三
条

公
的
補
佐
人

に
よ
る
法
律

扶
助
は
申
請

の
後
ま
た
は
そ
う

で
な
≦

も

そ

の
理
由

が
存
す

る
と
き
は
認
め
ら
れ

る
・
申
請

は
法
律
扶

助
を
認
可
さ
れ
、つ
る
者

に
よ

っ
て
、

お
よ

び
第

四

一
条
第

写

に
述

べ
る
訴

訟
ま

た
は
案
件

に
お

い
て
は
訴

訟
ま

た
は
案
件
に

つ

い
て
手

続

を

追

行

し
う

る
者

に
よ

っ
て
も

な

さ

れ
う

る
。

法
律
扶

助
が
認
め
ら
れ
る
と
、
訴

訟
ま
た
は
案
件

を
取
り
扱
う

公
的
機
関

に
よ

っ
て
補
佐
人

が
隻

叩
さ
れ
る
・
た
だ
し
そ

の
審
査

は
・

第
四

蘂

第
三
号

に
よ
る
社
会
委
員
会
ま

た
は
地
区
社
会
委
貝
会

の
も
と

で
の
案
件

に

つ
い
て
は
行
政
地
方
裁
判
所

に
・
第
四

一
条
笙
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五
号
に
関
わ
る
案
件
に
つ
い
て
は
法
律
扶
助
機
関
に
、
第
四

棄

第
五
号
に
よ
る
業

禽

の
も
と
で
の
案
件
で
、
葎

扶
助
の
申
請
が

却
下
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
葎

扶
助
機
関
に
、
第
四

蘂

第

西

号
に
よ
る
警
察
機
関
の
も
と
で
の
案
件
に
つ
い
て
は
行
政
地
方
裁
判
所

　

に
・

お
よ
び
政
府

の
も

と
で

の
案
件

は
政
府

が
定

め
る
政
府

の
職
員

に
そ
れ
ぞ
れ
属
す

る
。

公
的
機
関

が
訴

訟
ま

た
は
案
件
を

終
了
さ
せ
た
と
き
は
、

そ
れ
に
対
す

る
上
訴

が
な
さ

れ
る
か
ま
た
は
上
訴
期
間

が
経
過
す
る
ま

で
の

間

は
第

二
項

が
…準
用
さ
れ
る
。

法
律

扶
助
は
・
事
件

が
上
訴

さ
れ
、
も
し
ー

は
な

さ
れ
た
決
定

が
他

の
公
的
機
関

の
審

査

に
服
し
、
ま

た
は
事
案

が
他

の
公
的
機
関

の

判
断

に
委

ね
ら
れ

た
と
き

に
も
お
よ

ぶ
。

外
国

人
法

(
冗

八
九
年
五
二
九
号
)
に
よ
る
入
国
許
不
・
も
し
慮

国

外
退
去
ま
た
は
特
別

の
外
国

人
統
制

に
関
す

る
法
律

二

九
九

一

年
五
七
二
号
)
に
よ
る
国
外
退

去

の
決
定

に
関
す

る
案
件

に
お

い
て
法
律

扶
助

が
認

め
ら
れ

た
と
き
は
、
法
律

扶
助

は
そ

の
決
定

の
執
行

が
行

わ
れ
る
ま

で
、
ま

た
は
執
行

の
問
題
が
消
滅
す

る
ま

で
効
力
を
有
す

る
。

公
的
補
佐

人
に
関
す

る
法
律
扶
助

の
申
請

は
、
訴
訟
ま
た
は
案

件
を
取
り
扱
う

公
的
機
関

に
提
出

さ
れ
る
.

た
だ
し
、
申
請

が
第
四

条
第

一
五
号

に
関

わ
る
問
題

で
あ
る
と
き

は
、
申
請

は
法
律
扶
助
機
関

に
提
出
さ
れ
る
。

自

ら
法
律
扶
助
を
許
可
す

る

こ
と

が
で
き
な

い
公
的
機
関

は
、
権

限
を
有
す

る
公
的
機
関

に
対
し
、
自
己

の
意

見
を
付
し

て
提
出
さ
れ

た
申
請
を
添
付
書
類

と
共

に
送
付
す

る
か
、
ま

た
は
公
的
補
佐
人

の
必
要
性

に

つ
い
て
通

告

(き
巳
似
一餌
)
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

(180)

*

こ
の
政
府

の
職
員
と
は
、
案
件
が
属
す

る
省

の
事
務

次
官

(Φ
×
旭
Φ
臼
口
o
コ
ω
6
ゴ
臥
Φ
巳

で
あ

る

(法
律
扶
助
令
四
六
条
)
。

第
四
四
条

第

四

一
条

に
よ
る
法
律

扶
助
を
認

め
ら
れ
た
者

が
、
自
ら
公
的
補
佐
人

に
適
切

で
あ
る
者
を
提
案
し

て

い
る
と
き

は
、

そ
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の
任
命

が
著
し

い
費

用

の
増
加
を
伴
う

か
、

ま
た
は
そ

の
他

の
面

で
特
別

の
理
由

が
異
な
る
結
果

に
導

か
な

い
限

り
そ

の
者
を
任
命
し

な

け

れ
ば
な
ら
な

い
。
年

少
者

と
そ

の
監
護
者

の
双
方
が
第

四

一
条
第
三
号

に
関
わ

る
訴
訟
ま
た
は
案
件

に
お

い
て
法
律
扶
助
を
認
め
ら

れ

た
と
き
は
、
彼
ら

の
間

に
対
立
す

る
利
益

が
存
し
な

い
限
り
、
共
通

の
補
佐

人
が
任

命
さ
れ
る
・

公
的
補
佐
人

の
問
題

に

つ
い
て
は
第

充

条
第

項
、
第

三

条
第

墳

末

文
、
第

二
項
お
よ

び
第

三
項
、
第

二
二
条
篁

項
な

い
し

第
三
項
、
第

五
項

お
よ
び
第

六
項
な
ら

び
に
第

二
三
条

が
準

用
さ
れ
る
。

第

二
項

の
支
持
を
も

っ
て
な
さ
れ
る
決
定

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
第

四
三
条
第

二
項
お
よ
び
第
三
項

が
準
用
さ
れ
る
・

公
的
補
佐
人
に
対
す

る
補
償

は
公
費

か
ら
支
払
わ
れ
る
。

第

四
五
条

第
四

一
条
に
関
わ
る
訴

訟
ま
た
は
案
件

に
お

い
て
、
公
的
補
佐

人
は
法
律
扶
助
を
認

め
ら
れ

た
者

の
利
益
を
擁
護
す
る
た

め
に
合
理
的

に
必
要

と
さ
れ
、

か

つ
訴
訟

ま
た
は
案
件
を
取
り
扱
う

公
的
機
関
を
通

じ
て
は
得

る
こ
と

が
で
き
な

い
よ

う
な
調
査
を
行
う

こ
と
が

で
き
る
。

公
的
補
佐
人

が
任
命
さ
れ
な
か

っ
た
と
き
は
、
法
律
扶
助
機
関

は
法
律

扶
助
を
認

め
ら
れ
た
者

の
申
請

に
基

づ
き
調
査
を
決
定
す

る
こ

と

が
で
き
る
。

公
的
補
佐
人
ま

た
は
法
律

扶
助
機
関

の
決
定

の
後

に
調
査

に
あ

た

っ
て
協
力
し
た
者

は
、
政
府

が
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
公
費
か
ら
補

償
を
受
け

る
権

利
を
有
す

る
。

補
償

の
確
定

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
第

四
三
条
第

二
項
お
よ
び
第
三

項
が
準
用
さ
れ

る
・

相
談
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第
四
六
条

こ
の
法
律

に
お

い
て
相
談
と
は
、
最
高

壽

間
内

の
法
律
上

の
助
言
お
よ

び
法
的

事
項

に
関
す

る

こ
れ
と
同
視
さ
れ
る
措

置
を

い
、㍗

た
だ
し
・
自
己
申
告
書

の
作
成
ま

た
は
第

八
条
第

三
項

の
支
持

を
も

っ
て
な

さ
れ

る
命
令

に
包

含
さ
れ
る
事
項

に
関
す

る
措

置
は
相
談

と
み
ら
れ
な

い
。

*

し

た

が

っ
て
、

刑

事

事

件

に

お
け

る
被

疑

者

な

ど
も

利

用

で

き

る
。

ω
O
¢

。。
・
陣

P

神奈川法学第31巻 第1号

第
四
七
条

相
談

は
、
そ
れ
が
開

始
さ
れ
た
時
間

に

つ
い
て

一
五
分
毎

に
第

二

条
第

二
項

に
関

わ
る
基
本
額

の
四
分

の

一
に
相
当
す

る
手
数
料

で
行

わ
れ

躯
・
手
数
料

は

一
般
法
律

扶
助
が
認
め
ら
れ
る
と
き

に
定

め
ら

れ
る
基
本

手
数
料
を
超

え
な

い
よ
う

に
減
額
さ
れ
う

る
・

減
額

さ
れ
た
分

に

つ
い
て
は
、
相
談
を
与
え

た
者

に
公
費
か
ら
補
償

が
支
払
わ
れ
る
。

相
談
を
与
え

た
者

は
、
そ

の
職
務

が
要
求

し
た
通

訳
お
よ

び
翻
訳

の
費
用

に

つ
い
て
公
費

か
ら
A
・
理
的
な
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有

す

る
。
補
償

は
法
律
扶
助
機
関

に
よ

っ
て
確

定
さ
れ
る
。

相
談

の
後

に

一
般
法
律
扶
助

が
認
め
ら
れ

た
と
き

は
、
相
談

の
費
用
は

一
般
法
律
扶
助

の
費
用

と
み
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
.
相
談

手
数
料

の
支
払

は
、
基
本
手
数
料

の
支
払
と
し
て
み
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

(182)

*

第
四
八
条

一
九
九
五
年
現
在
、

二
三
〇

ク

ロ
ー
ネ

で
あ
る
。

相
談

は
弁
護
士
ま

た
は
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護
士
補

に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
。
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第
四
七
条
第

一
項
に
よ
る
相
談
手
数
料

の
決
定

は
、
相
談
を
与
え

た
者

に
属
す

る
。

特
別
規
定

第

四
九
条

こ
の
葎

に
お
る
裁

判
所

の
決
定

に
対
す

る
上
訴

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
第

二
項

に
関
わ

る
場
合
を
除
き
ご

般

に
裁
判

所

の
決
定

に
対
す

る
上
訴

に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も

の
が
適

用
さ
れ
る
・

補
佐
人

へ
の
震

に
関
す
る
上
訴
の
蟹

に
お
け
る
嚢

裁
判
所
の
決
定
に
対
し
て
は
上
訴
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
・
た
だ
し
高
等
裁

判
所
は
、
訴
訟
手
続
法
第
五
四
章
篁

・
条
篁

項
に
よ
る
許
可
が
芝

ら
れ
る
べ
き
特
別
の
翫

が
存
す

る
と
き
は
・
決
定
に
対
す
る

上

訴

を

認

め

る

こ
と

が

で
き

る

。

葎

扶
助
機
関
ま
た
は
そ
の
他
の
笙

項
に
包
含
さ
れ
な
い
行
政
欝

の
こ
の
葎

に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
・
葎

扶
助
育

会
の

も
と

に
上
訴
す

る

こ
と
が

で
き
る
。

公
共
弁
護
士
事
務
所

の
弁
護
七
ま

た
は
弁
護
士
補

の
決
定

に
対
し

て
は
上
訴
す

る

こ
と
が
で
き
な

い
・

法
律

扶
助
委
員
会

お
よ

び
精
神
医
療
委
員
会

の
こ
の
法
律

に
よ

る
決
定

に
対
し

て
は
上
訴
す

る

こ
と
が

で
き
な

い
・

*

最
高
裁
判
所
に
対
す
る
上
告
審
理
許
可
の
理
由
で
あ
る
・

第

四
九
条

a

法
律
扶

助

の
問
題
に
関
す

る
決
定

に
対
し

て
は
、
私
人

の
当
薯

の
ほ
か
政
府
が
定

め
る
公
的
隊

に
よ

っ
て
上
訴

が

な
さ
れ
、つ
る
.
上
訴
期
間

が
当
事
者

に
決
定

が
止
口
智

れ

た
日
か
ら
算
定

さ
れ
る

と
き
は
、
決
定

の
日
か
ら

二
月
を
過
ぎ
た
と
き

は
公
的



機
関
も
上
訴

を
提
起
す

る

こ
と
が
で
き
な

い
.
公
的
機
関

は
私

人
の
当
妻

の
利

益

の
た
め

に
も
上
訴
を
行

つ
こ
と

が
で
き
る
.

盈

公
的
補
佐
人

に
関

す

る
も

の
以
外

の
法
律

扶
助

に
関
す

る
決
定

が
廃
棄

さ
れ

た
と
き

は
、
法
律
扶
助
を
有
し

た
者

は
自
ら
そ

の
費

用
を

負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
・

た
だ
し
特
別

の
器

が
存
す

る
と
き

は
、
費
用

の
全
部

ま
た
は

蔀

が
国

に
よ

っ
て
支
払
わ

れ
含

.
ム
叩
ず

る

こ

と

が

で

き

る

。

*

こ
の
公
的
機

関
は
司
法
行
政
庁

で
あ

る

(法
律
扶
助
令
四
七
条

一
項
)
、

な
お
同
条

二
項
参
照
。

鮒

第
四
九
条
b

司
法
行
政
庁
お
よ
び
そ
の
他
の
政
府
が
定
め
る
公
的
機
職

、
第
三
四
条
に
よ
り

盤

律
扶
助
叢

り
消
さ
れ
る
べ

倦

き
旨

の
決
定
を
求

め
る

こ
と
が
で
き

る
。

轍雛

*

こ
の
公
的
轡

司
法
行
政
庁
で
あ
る

(法
律
扶
助
令
四
七
条

一
項
)
.
な
お
同
条
二
項
参
界

神

第
四
九
条

c

補
償

に
関
す

る
決
定

に
対
し
上
訴

し
た
補
佐
人
は
、
上
馨

に
お

い
て
特
別

の
罷

が
存
す

る
と
き

に
の
み
、
邑

の

請
求

を
支
持
す
る

た
め
に
新

た
な
事
実

を
援
用
す

る

こ
と
が
で
き

る
。

第
五
。
条

行
政
機
関
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
こ
の
葎

窺

定
は
、
裁
判
所
の
行
政
的
活
動
に
関
す
る
裁
判
所

鋤

の
も

と

で

の
案

件

に

つ

い
て
も

適

用

さ

れ

る
。

口
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第
五

渠

あ
る
寡

商
、万

鼻

量

に
お
い
て
、
ま
た
は
そ
う
で
亨

と
も
弁
護
士
霧

所
の

も
と
で
行
わ
れ
る
の
で
な
い
職
業

的
活
動
に
お
い
て
、
故
意
に
法
律
扶
助
の
名
称
を
、
自
己
の
活
動
と
こ
の
葎

に
よ
鼻

董

霧

所
の

も
と
で
行
わ
れ
る
法
律
扶
助
の

活

動

と

の
誤

認
混

同

を

生

じ

さ

せ

る
よ
、つ
な
仕

方

で
用

い
る

と
き

は
、

罰

金

に
処

せ
ら

れ

る
・

故
意

に
商

号

に

お

い
て

ま

た

は

そ
、つ
で
な

ー
と
も
職
業
的
活
動

に
お

い
て
権

限
穿

公
共
弁
護
士
霧

所

の
名

称
ま

た
は
こ
れ
と

の
誤
認

混
同
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
名
称
を
用

い

る
と

き

も

同
様

で
あ

る
。

以

上

.185


